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港北ニュータウンの基本理念

○ 乱 開 発 の 防 止

○ 都 市 農 業 の 確 立

○ 市民参加のまちづくり



ま え が き

憐tfTt市の6大事業の1つである､描北ニューダウ/建設計画のうち,fj木LL宅

公rilF娼発地区については､地フL一皆様の大いなるご理解とごIuJ力をいただき､二L二部

応手の段隅を迎えようとしています｡

このような峠糊になり､皆様方は将来の生iT,,設.Hをよr)lJ;L榔勺に..ls考えのこと

と存じます｡

そこで,AI汀の生Tf.対訳餌業のプラhJiといたしましては､拙指炎業務の尖旭及び参

考Yf料の作J戊等を通 じて生tiT,N'rA～iのTl'46;'hT.動をJrl.なうことを堪小とし､iil祁勺な

ことがらについては岱様と脚こ研究..寸議し進めてゆく所存です.

rl1年は､将魂の力向づけのYf料として､仏稚な//tがJPこわたるIJl林をもった ｢捲

_比ニュータウン生捕対策のしるへ約 1災｣を刊行いたしましたが､この雛2日主で

は､他地l互における生活1Li:畑状況､転業経験談などを小心として砧LRいたしまし

た｡今後の生捕設計を考えるうえでの参々となれば 幸いです.

今後とも､竹様のなお ･J･,Y:.のご協力をオS馳1いfllLL.げます.

rL'i加 49年 1 )l

横 浜 市 IJi･

飛 鳥 田 一 雄
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I転 業 を経 験 して

(港北ニュータウソ生活対策講演会 より)



港北ニュータウン生活対策講演会

生活対韓那 桧 は､糊 口47年 9月から同48年 1月までに合計 4回関川呈されiL

六二.

ここでは､その内容を ｢生活対策湘 l会 でのあいさつ｣ r怯菜を経験して｣

偶 J吉開業の心構え｣の3部に分けて防せました.



生活対策講演会でのあいさつ

横浜市計画局港北ニュ-タウン建設部長

あけましておめでとうございます｡水口は怯菜対31‡についての参考.C,､J.Lを伺 う

た桝 こ.now,可Iをおjliきしていますが､おlJ.LをIi"く前に林業計画がどう進められ

てきたかをかいつまんでお..17iLして､ごあいさつに代えたいと,I]Lil,います｡

港北ニュー3(ウ/二 -_-スの 6'Jタにこの糊の事柄を発火しましたが､代さんの

∫,-てもとに JI-]'lいておりますでしたうか｡これにはいろいろの非業の進み1-A.･付 こつ

いての.-st明､柑 こ今迄港北ニューダウソニュースの1'･Jで.A明したスケジュール

と少 しくるいがでてきましたので,その間どういう作業を進めたかということと

今後のIi込′7人についてふれて7+たいと思いますOニュースをお:r/-Lみいただければ

おわかりと恐いますが､JFSFHlがかかったことについては､ 2つの要 !.E人が ありま

す｡

2つの要点-1つは日本tl三宅公団が琳累計所を進めてゆくうえでは､今迄は額

菜計画をまとめてしまって､それから皆様に説明するという進めかたをしていた

わけです｡そのため他では化宅公団が説明するときには:r.三拝や換地のことなども

ある程度わかっていてお話しできました.ところが昨年3J=J～4月にかけて皆さ

んに説明したのは､.掛U=l会の際におことわりしたように､都築引榊の祝日)Jではな

く,設計の,ddLFljlだといってお訴LLました.といいますのは､図両ができあがっ

て､これにもとづいてがっちり計両をたててしまってから､朽さん方にお.17.しす

るというのでは､竹さんの.11三見をliHきながら事業を進めていくというやり方にう

まくマ yチしないことになるからです｡

あと 1つは､あとあとで近旅､公はilなど大きな変班にならないようにというこ

とで､横沢市のはうとしても相当こまかい検‖寸をしましたOこれは設割が大きく

変 り､一皮Ihの方己よしたものが人きく変るといろいろ1,㍍堅挙がでてきます｡門さん

にとってもこんなはずではなかったというような関ったIlil岨がでてきます｡それ

を防ぐためには､こまかくチエyクしなくてはなりません｡村･に平らな場所を追

使するのでほ問過はありませんが､この地域のように山坂のあるところですと､
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例えば公1袈11つをとってみても高さがあるFLl度わからないと具合が わ るい ので

す｡て]叩Iのうえてほ公l妄11として描かれていても,公lむ他 姓があれば､芙l祭に利用
できる部分は少くなってしまいます｡-帯磁抑こ公同が.ill.してきた図巾はこの-q′

両 的な大きさでしか判卿できないようなものでした｡これは公印としてはやむを

門ないことなのですOといいますのは､進みかたの途中でどんどん図両を州すと

どうしてもこういう段満てもう-皮.-,RLをしなくてほなりませんQ公使tについて

いえば､Ihのほうにとって災際の公開7TTl恥 まとのくらいなのかというのがほしい

bけで､frl11f如 こあっても使えないのでは関ります｡Itういうことでやは r)高さを

相当-Jf/えに入れないと､大きな変班のないようなチl///はてきません｡そのた

め相当Iy]脚をかけてチェyクしましたO

このチェ,クは､あとあと私炎にとってプラスになると1言じていますOどうい

うことかといいますと､二ヒ岨 和 llLJq理∃享楽の事業計桝が大臣の認可になれば､す

ぐに工事が始められるかというとそうはゆかないOもう つ宅地造成等規制蛙と

いう法子陣があります｡これは､雨が非常に沢州掃った場合､土かhllれ た りなどし

て､過去本I17においてもいろいろTL災,̀i.'が発生 していますoこれをEUJぐため,こ

ういう危険地の宅地iii成をきらんとチェyクしなさいというのか､この牲律なの

です｡

昨年皆さんにおみせしたのは､1,000分の 1のWl尺で 1mが01cmになりますD

実際このくらいの鮒尺では､工事の,没計はできません.500分の1とか200分の1

とかのもっと詳細のわかるようなものを作らなければならないoところか､その

兆本になる逆臣糸､公l表1の(､'JJ'1/Iがしっか り固まっていないと､この500分の 1とか200

分の1とかの工雄設計のための怪l両を作るときに､あっちかいいとかこっちがい

いとかいうことで､またもとに反るような議論か.tlJ,てくるおそれがあるOこうい

ったことができるだけ少いようにということで､いわば先どりをしてチェ,クし

たということになりますOそういったことでスケジュールが予定から少しずれた

のです｡

それからあとEl木(=1-宅公r割ま､Ji上終日加こは日本(=t一宅公I丑ulf約36条によって本市

のeT兄を正式に文1.11で棚かなければならないという千続きがまだ放っています｡

こういう~卜IM,韻を十分にやって､あと正式協日収の場合には†TIFiiに許しが通るよう

にしていきたいのか我々の願いですし､現実にそういうように動いていますOだ
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いたい3月頃までにほ､設計について基本的な修正を要しない程度の志兄をつけ

てIE,土､同のほうへの段振 りが述べると考えています｡公軌 王､l副 ,主へ市と同じよ

うな協議をして柏終的には､松茂大臣の認可が得られるようになりますO

横浜市の基本計画-それとは別の動きとして､市全体として港北ニュータウン

の並木的設計をどうもってゆくかを検討していましたが､幸にして市の首脳部の

了承を得ましたので､次回の対策協議会には､このこともあわせて､rFのニュー

タウン全体ということでお話しできると思います｡

三拝菜の進め方は､以 卜のとおりで､本格工都にはまだもう一つの手続きがある

わけですけれども､私火としても技術をもっている1倣flを総軌貝して､市のやら

なくてはならない11.和をバ ,クア yブしていこうと考えています｡以 L=.､当所 し

なぐ亡はならない†上司Fについて説I明いたしました｡

生活対第-については､皆さんがご承知のとおり,ニュータウノニュース5号

と生活対t;17のしるペのrFlで､今まで考え方を示 してまいりましたが､なんといっ

ても生活対策は､皆さんご自L身の問題として､ 自分自Ljで考え決心して進んでい

ただくことだと思います｡

私どものやれる仕事は何かということになると､皆さんの決芯がスA-スにう

まくゆくよう側面的に協力することだと考えています｡

｢生活対LrJ.IのしるベJのrFlの ｢あすのくらしを考えて｣というなかにあるよう

に､方策を};rえるためには,先ず町のしくみはどうで､人々はその中でどういう

考えをしているのかといった都市の実態をよくつかむことだと恩いますOまた､

この周辺では､都市化 も進んでいるので､都市の実態をLj近かに把握するための

条件もあると思います｡また､ニュータウンは､計画開発だということで､その

周辺の都r別ヒがだんだんに進んでいるということとくらべて相当早 く開発が進む

ということを十分認識する必要があると思いまi｡逆にいえば､先がある程度わ

かるという利点もあるわけです｡

lFとしても今迄できるかぎりのことをやってきましたが､決して十分だとほ恩

っておりません｡皆さんが､いろいろ考えてこういうこともやってくれ､ああい

うこともやってくれというようなご要望がでてくることを希望してごあいさつに

したいと思います.
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転 業 を 経 験 し て

雲管 悪習 雷管 悪習 箸 石 田 猛

神中工業の石田です｡現在の職業は.給排水 ･衛生 ･冷暖J?折屋でございます.

10年租前には漁業をやっていまして､T慶今頃は縦に入 りまして梅吉をつくって

おりました｡昔から私非は何代も前からTl!,感 をしておりましたもので､丘の空/jL

は実際には知らずに､ほとんどttlJ一本で生きてまいりました｡したがって､今は

こうして竹広を茄てネクタイをしめておりますが､以前は､今時分は綿入れの ド

テラ､いわゆる9■r良hylを茄て海でTmJいていたわけです.

私Jt･の地区では､現在まだ漁業をしている人もいます｡というのは全面的に海

が1!lちくなってしまったわけではないので､技存沖!非という形でやっております｡

私はたまたま年令的にも若かったもので､この締･;'LIを始めたわけですけれども､

当初市から経験談を話してくれという申入れがあったので､実のところ一寸考え

たのてすが､というのは私のたどってきたrJ.fr.楽からの怯菜の泊か､僧様のお役に

立つかどうか､どの傑度参考になるだろうかというような懸念がありましたので

･'タえていたのですが､私自体がt.軽業をやっていたのですが､以前は皆様と同じよ

う～こ11注業もやっており､半出半池の場所だったものですから､仮 りに鵜 を出地

と,1.Lf.廟 を田畑とおきかえてみれば､縦と出地という富来の上での変わりはあっ

ても､実Iiff的には相通 じるところがあるのではなかろうかと､そのような考えで

私の.括Lが皆様のお役に立てばと､このようなまIL特になりまして云掛師というJ7731:

きをもって皆様にお話しすることになったわけです｡

皆様おみうけしましたところ､私よりもはるかに年非であり､社会経験も豊LJ

のことと存 じます｡皆様からみて私のような若雑著が何にをしゃべっているのだ

というような点もあるかと思いますが､Fl後までおfif!きいただければ､幸いと存

じます｡

先程お話し申し上げましたように､私共は10年程以前､昭手rB8年3月に市から

止非tEB!立させて欲 しいという話しがありまして､2501LJ:-肝の組合月が､それぞれ
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の家族をかかえていろいろと考えたわけですが､もちろん‡守成もあれば､反対 も

あったのですが､i,L.刷 ま埋立をすることになったわけです.私も若かったもので

すから､机めは反対派の忘.先椎に_i■LJって､Ihの人とけっこうやり合いました｡

文榔償交渉においても相当激満をかわし帖菜したわけです｡当叫の企て約25Tt:(

円,11日淵.1当りになおしますと約 1千77円の金でt!.･.a,場を,滴り711Eしたのです｡

転業の'&態をLllLますと､Tl.!･.菜協同組合Li250孝.ほ､私のように商滋に移った

者もあります し､作業の人,勤め人になった人とそれぞれが変化 してきたわけで

す｡そして先眼中しましたように､一部の7(｢･.助が放 っているというところから､

BL在でもT,(().業を行っている人もいます｡

ご承知のように当時から､加点zriは船の巡行が激しく､水が汚れていたため､

好漁場とはij-えなくなっていました｡そのようなことからyJ-えまして､漁場放安

の方向へ進んだわけです｡当時私も帥tEi'配分委員をしていましたところから､ど

ういう1.i,ELJ合で帥tE食を分配したらよいかということで､日夜頚を悩ましていたわ

けですが､自分の生河ということがありますので､お食の配分で2年も3年もと

いうわけにはゆきませんので､1･.fにかW]L･なしなければならないと､この様な一r/

えに立ちまして 思い切って転業してみようという/̂し特になったわ け です｡ しか

し､いざ転業しようとしますと,Elでは松井という2つの.子鹿でWlr柊に炎わされ

ていますけれども､いったい何にをやったら良いのかと､いうことが-布先きに

預に出て光るわけです｡そして､おぼろげながら解ったことは､帖Xiには3つの

タイプがあり､ 1つは叔職で会社 ･工場に4t))め人として仙くという迫､2つはF≡J

分で商;-L･をするということで､Jrk程神風1掛軸の話しにあったような商工業者への

退､3つは7バート経常で.自分はElTl菱には捌かずに収入をあげるという道があ

るのではなかろうかということでしたOでは自分は-f4:rprに適しているのだろう

かとYJえましたところ､私の1J-ヒ格では人に使われて蛸を FIげるということは､と

てもできないということから､そして､7,i- ト紺Eにiの収入でもって自L/[は肋か

ないという年令でもないので､都築経一.肖という道を遊んだわけです｡当時私火の

漁場が束だあったものですから､やは り汝場の方がよく､何にもそんなに苦･3;･し

てまで転業しなくてもよいと,I;えていました.当分生旅する金はあり､まして､

都会のlJIの漁村なので比較的遊びの方は､竹さん達者で､私も決して娠い7'L:方で

はないので ｢この川の花 (蹴り-t駅11号JAのクラブの名)｣とか ｢あの川の化｣とかい
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うところへは､行かなかったとはlPLません｡ しかし､ともかくLplにかしらやら

なくてほならないということから､伸関の人に話しかけてみたらということで､

親戚 ･女人等に何代にも渡って交際している人が多いもので.そういう人に話し

をしまして､いったい転業するには何にが良いかということで相談してみたわけ

です｡そして事業というなかでJIえられることは､什祁二自体か公金碓炎であり､

まらがいなく生活できるというものとして生柄のrA=定を先ず第 1にJ51えたわけで

す｡節2には､その仕都が自分の性格 ･J'lE力に適 しているものであるか､第3に

は､時代の流れに応じたものということから将来性のあるものという3つを取 り

出しましたところ､安全1'LE実な事業には何にがあるかということになりまして､

私火はft.f!薬を'rTっていた時には､tlTI.菜経という法による快感に′-:メ:られ て いたの

で､外部からのti･7㌧がないということがあったので法の保護のある英和､いわゆ

る-/k迫JBを選びました｡窮 2の適性というI山では､ulLlをつかう こ とは相手でな

く､Ljl本をつかうことならは得手だということなので､水道店は､穴を鵬 り/iイ

ブをつなげるという行Pr･iな1:l一事だと一lLl.っていましたので､文案さIil･さについても

梅に比べれば丘の寒暖は問題にならない､というのは私)lHよ寒中でも水に入った

り､鮒の とという危険性.も多い†上非をやってきましたので､たかが 1,71や21nの

I/A(のFF･に入っても､横 (-1枚に比べれば†plんの危険 もないという考えから水道店

を選びました｡第3の将来性ということでは､人榊が生きている限 りは住宅か山

北､ll'宅が.LJJ一来れば人がll_み､ノJく.盤'xt.熱を使 うということから､この要件も

11試J足するOこれら3!.I../Y満足するということから別れの郎業を選びましたO正hr

,I.'って40投薬純の小から､ 1つ 1つ検討して般終的に妓ったものがこの頚英でし

たD製(]･_の三拝業をやると決めてから､先JiT=神保講師からお.活Lがありましたけれ

ど､自分に向かないものを無理にやっても†上方がないということから､希望があ

れば私のところに来てくれという形で呼びかけましたところ､5二品の人が私と井

にやりたいということで-娘まってきましたBそこで､iJ.-L仰勺にはこういう方法で

や りたいのだと話しをしました｡その純米 1名がぬけ､私を含めて5宅で事業を

開始する逃びとなりました｡開業にあた り､ 5名がIJl7手な形で迎一削こ参政1Lては

幣よがあるということから,どういう私L織でやろうかと考えました｡私は組合の

役員を10数年問やっていましたので､協同組合の方式は､よく理解しておりまし

た｡事業を経営するには協同組合L/}式では問題があります｡それは､協同組合は
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人を中心として経営 しているが､私共がやろうとしていることは商売であり､抹

消行為であることから､先特の上での人のつなが りは､もちろん協同組合的な考

え方が必要ですが､実務の上では適当でなく,むしろ株式会社の方が適している

との結論を得ました｡

設立当峠は資本金 360万円で､社fl5名で発足しました｡組織の年令柄成に差

がありましたので､若い人は現場†]:串､年とった人には役員の任に就いてもらい

社会経験を生かすようにしました｡目r伽まお互いに利I.丘を得て生活するのだとい

うことに逝き､名草から職務分担をしたわけではなく､それぞれのfJE力に応 じた

配道を行いまして､以来約10年l.Hl大 した乳糠もなく発展してきました｡現在では

焚本金が 1千万円近くなり､従業員数も30数名となりました｡

発足当初は､今まで梅という自然を相手にやって来まして､今度は人を相手と

する職業になりましたのですから､いろいろと失敗もあ りました｡この点でどう

しても手なれた人が新鋭に水退店を朋策する場合とは5Lくいがあるようです｡

経営にあた り困ったことは ｢預を下げる｣ということです｡例えば､漁業をや

っていた峠には物を商店からrTYurう場合にも､いはってn-った r)､売る場合にもけ

っこういはって･)'L;った りしていましたが､これが今度は預を下げた り､お111m'-杏

言った りしなければ､商売にならないということで非′榊こ困ったこともありまし

たし､又複雑な社会の機構､規則､手錠ということでも悩まされましたし､蛙に

韮づく仕事ですからお役所に'rTくのは当然でもあり､現在も水道局､下水道用､

警察等へ行ってほ何んと印鑑の数が多いことだろうか､又､なんでこんなことが

附単にできないのだろうかというようなことから､とまどうことも多々ありますO

これは番茶をしている以上は仕方のないことなのですが ｡

それから､今まで自由にふるまっていたものですから､･Jli',りたくなれば勝手に

家に揃ってしまった り､会合等にしても30分や 1IF.hl11遅れても ｢今日は縦から帰

ってくるのが避かったからよう/｣ということで､皆も承知してくれましたもの

で､けっこう融通がきいていましたOところが今度は人を相手の商売,ですから,

それができないということでとまといがありました｡又､仕恥の両においても自

分のところでは技術的にできないので､他社にこれをやって欲しいと､下:r'J'なり

職人にたのむと､相手は私共が素人と思 うから適当にうまいこと言って､金を持

逃げされ､再度､他利二にたのんだというようなこともございました｡それから今
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まで地元の人ですと､I:I的火だけでだまされるようなことはなか ったわけですが

ところが丘に上 りますと､HIJ千山千の社会のJllですから､†上林はU約-米だけでや

りまして出火上 ってから代金の,iI'l'水に'rTきますと､ ｢そんな人は もうl汁ないよ｣

と言われた り､相手が恐 くて非'榊こ金をとるのに苦ツナをしたこともあ りました｡

これはやは り人を見る目がなか ったという経験不足に外ならなかったわけです｡

このような峠には､何んでこんな職業 (転業)を選んだのかと後悔 した こともあ

r)ましよこ｡

父､技術的なIII)においても､水迫Iifなどは穴を鵬ってL勺Ll宅すれば良いのだとf7日

単に考えていた ものですが､いざやってみますと非'.捕;に請3度な技術を要するし､

設別図を-.lZいた り､あるいは故LId,?したと.Tわれても､ここが悪いと指摘するだけ

の知識がないというようなことで恥をかいた り､fL都が約束どおり.lJt来た:かった

こともございました｡

反所､ うれ しかったことは､ji喜入がIL*を始めましてlplんとか3年11に商う't.･人

らしくな T) ｢石の｣二にも3年｣と諺にIEiわれているように､少 しではあ l)ました

那.i.E!.字が出てきたときでした｡始める峠に､2年･F卿ままず俳からないと考えてく

れ､3年たったら坊さんに利益を分配するからということを公約したことから,

何にが何んでもやらなくてほならないということで努力し､5%粒度の利益が.'EI.

てきた日かこは､本当に非業をして良かったと!且いました｡

今まで事業をして来た過程で一番つらかった峠に､むか しの収菜を.lil.い化した

り､又税金もあることから勤めに.lLJ.ても5-677円の給料ではとか､ L鰯JJL･を始め

た場合でもこれ ぐらいのもうけしかないのならば､-('告労しなくても家ilAや利+で

生活できるのだという文も特がわいて来ます｡商･完をやっている人ならば､預を下

げなくてもとか､勤め人ならば､文句を言われないでいるとか､一般には何んで

もないような餌でも私=)もにしてみれば､いわゆる被;i;'者.C･詔 というものがあり､

｢市が埋立をしさえしなければこんなことにはならなかったのに､想いのは自分

ではなくTFl<ある｣というような.EILil､いになった峠､会社をやめた り､商売をやめ

た りすることが多いようです｡実際に､10年のFETlに転位10数lBlという者もおりま

す.そういう人はltE.格にもよりますが､先4三.隻.7.T.したような対.tlになりやすい人だ

と恩います｡

丘の勘合には､そのIjlJi境に1iLIPれている者ほど生き班る･･川別姓が強いと,lil､われま
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す｡例えば､金を借りる場合でも10数回も職を変えるような人では､銀行が相手

に仕難くなるだろうし､臼面目にやっている人には融資の髄も多いという場合も

あります｡

転業をしてみて感 じたことは､いくら他からの援助があっても自分にやる気か

なければ成功はおぼつかないので､自分白J-3の考え方によ･,て成否の別れ道があ

るのだということです｡

私は転業して､何んとか10年を過して来ましたが､成功と言えるには､これか

らが勝負ではないかと考えています.

今では棚状金の有効活用により､数倍にその儀を増やしている者もいますが,

遊RIにはしり逃亡-の道 (夜逃げ)を亦んだ人も何人かおります｡

私は転業するにあた り ｢人｣｢物｣｢金｣のうらどれを髄先させるかといえは

｢人｣を旋光的に考えるべきだと思いますO

鯨業に際して必要なことは､第 1に自分にれら勝つことであり､第2には良い

人と交わることであり､第3には信用を得るということだと､経験から､州新しま

す｡JR功への迫は ｢人｣｢物｣｢金｣の有効利用だと考えており､又たゆみない

研究努力と考えますO

私以外の人の転業状況を述べますと､やは り私同様､水道工本店を開業した人

がおりますが､約 1年で解散してしまいました｡原田としては.金だけrll汗して

役員の地hlL-につき､座 して金もうけをしようという考え方の人だったからです｡

膵業を開業した人は､ トラックの陸送にまで経億を拡大した糸L.火､手相 Jれ状態と

なり夜逃げをしてしまいました｡これは､押黙は従来､梅の職場で肋いていたと

いうことから､同様の作業で済むという技術面のことだけをよりどころとして開

業したという経営の甘さがあったからだと思います｡

叉逆に､妻丑設磯城技術r#l係の事業を兄弟3人で始めた人は､千染上は等へ2-3

の支店を持つ程の成果を挙げています｡それから市とクィア,プして凌淡菜を始

め､市の群捕l'f王杵築を;F'i負って収功した5-6名の人Biの会社もあります｡ ソ/l屋

を開業した人は､海の男の/jd.短かさという両から,初めは苦労したらしいのです

が､現在では立派な営業をしています.私自身は副業として額に2棟の7/i- ト

経営をさせています｡7,i- ト経営をしますと､家ii'が全て利益と考えて使 って

しまう傾向があるのが､滅IWJl'勃発､税金等を留保するというやり方が良いでし
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よう｡勤め人には､こつこつとやる人が向いているでしょう｡私)i-の場合には､

幸いなことに本牧埋立地に進出したエ切がありますので､自分が肋く芯滋さえあ

れば､そこに勤務できるという環境だったので､若い人は勤めに出た人が多くあ

りました｡現在250世帯のうち10世帯が非業経常をしております｡

今後皆様が伝染される切食に､私で役立つことがあれば､ぜひお役に立らたい

と思ってお りますので､/.A/t軽にお出かけ下さい｡そして､役所等を良いiLJT:味で利

用することは転業の場合に大変有益であると､私の隷穀からおして申し上げるこ

とができます｡



商 店 開 業 の 心 構 え

中小企業診断士 神 保 昇

商店F非僕 の心隅えについて､以前皆様のお手 もとにお配 りした ｢ti._i-北ニューダ

rL/ソ生活対策のしるべ｣に私が執kj!しましたので､これに即してお話しをしてい

きたいと.Eat.います｡

商店開業の心肺えという演題ですが､私は一般商業を詳･.;二･;する程度のものとし

て畔臓しておかなければならないポイノトをtPLi-.げろことにします｡

私は､開業の柵談とか経･[-fの相談をいつも承まわっているのですが､相談に来

られまして､何ら.FhIFll性を持たず何にか良い繭7'L.=はないものかとtlわれる人があ

ります.EI分がどういう業績をやりたいとか､あるいはどういう協所でやりたい

とか､こういう七地を持っているのだけれどどういう英和が良いのだろうか､そ

かの只休的なものをある粒度咋備して似づもりを持って棚.淡にiJえるということ

ならは良いのですけれど､なかなかそういう貯金TTuとかをお.;.T.し下さらないで､

ただこの腐,}'L･についてどうかというような決然としたものが多いのです｡それと

もうひとつは､傍目でみているとごく附雌 に,EfJ,来そうだとか､1ヨ分の友人かやっ

ていて成功 しているので､あいつに出火るのだから自分にも,ll'-光るはずだという

ような'&'易なr/えIJTや､胸先はff金さえ4-ILJ-っていて始めれば､その日から収益か

あるのだというようにJiえている人が多くいます｡ したがって､781)讃総領か良く

止えてしまうという人が多いようです｡現代の摘J.ti=線榊こは非′榊こむずかしい問

題が秘められています｡そこで開業にあたっては､どのように.ZLl.党して､目的は

どこにIIJXいたら良いのだろうかということを考えてみたいわけです｡

ZlL_[-北ニュータウン副軸のある当地城の場合には､iI注業絡:-蛍をされている人が多

いかと,Bl､いますが､この方々が今後､商業経営者へと分散して行 くのではないか

と思われます｡開業と巾しましても､皆様方のような膨で何にか亦業を始めたい

と考える人､あるいは脱サラ')-てノであるとか､円分が7-供の頃から考えてい

たことで触､J/-J硝薬をする人､又昨年退職の人､そして.LIJ が･一声校を,IE'.てI当分で-吋
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にか非業を始めたいのだけれどもという人と様々のタイプがございます｡いずれ

にしましてもその考え方というものは､ご(I:i;;;識的ですけれども､先ず生活班の

捻.tt1.ということを目標に開業するわけです.放校の大小によりましていろいろF'ミ

なりますが､普通個人で始める場合には､生析Jl‡の捻tF1.ということで 1カ月間に

どのくらいの収益をあげるのだ､もしあがればこの商売はやっていけるのだ､と

いうことで生消化を二l:命にした小脱税紺.L･':'のものと､利intの配､■Jlというような形

で､それをn標とした大塊校綿羊･;のものとがあるわけです｡

I(rt菜 (摘I.ti)を鮒 :('するにあたって火恥な山 王､ただ自分の壬E二桁が伐り_i/-てば

良いのだというだけでなく､介'jl等というものはご存知のように社会性がありまし

て,JTB業給料こおいても当然､生産 ･.日-./I:Iというようなことにはなっております

が､i.'.剃 勺には自分がそれによって収入をfi.tてゆくということになるのですけれ

ども,当別Ji:lyJ附やっている日加こは､途l卜で和Iiiにやめられないという社会性が

あるだろうと思います｡というのは､よくItT分の家に而 した迫旅に人迫りがある

ので､タJiコ屋でも始めれば･p,'E･れるだろうというサえ方でタJ,'コ屋開業の岬..,lJを

してみようという人がいます｡タノミ--r鮎などの場合には法外とmrllに.TT7.Tがとれ

ます｡',LBi業を開始しますと客が来てくれるようになります｡そうしますと肺手に

店を休むようなことは､客の迷惑になるということで､できなくなるわけです｡

ここに社会性を見川すことができるということです｡ もう一つには､当初は自分

の生浦のために利3,fEをあげれば良いのですが､発展に伴い従業Lr=lを前'うようにな

るでしょうOするとf]亡非L-lのためにも利流をあげなければならないという社会付

が出てくるわけです｡

経常をするには､時TJEEを止る目が必要です｡例えは､p文明3:;'のように良く知れ

披っている店があります｡これは古くからやっている､いわゆるのれんを石板に

した老舗によっで.;こそ菜しているという佃もあるわけですが､のれんを誇るには､

たえずその時代時代に対応するように投Ytがなされなければ存続してゆかないわ

けです｡これは客に対するサービスとそして反対給付としての･JLLIl-(利益)とな

るわけです｡秘-%tなことを言えば利益の E-らない商売は社会に対する̀,!子悪だとも

占えます｡このようなことを瑞に考えて終.:-干してゆかねはなりません｡

開業の場合に､耕徹な剤画を立てることが必要です｡]'lま近の例では､ .17い組物

で白/jtはタバコ屋を,.r:.:み､肉屋､鮮魚川､食料.rE7.店を許店舗にして終,;ll.していた
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那,新 しく3隅 の鉄筋の建物に組替え､3階は7-i- トにするということで実行

したわけですが､#.･諭から言いますと津金計riLrlがわかるったので失敗に終 りまし

た｡これは自分の土地があるので､これを担イ如こすれば雑物の資金fl"l人は大丈夫

であるとの第三者の言にそそのかされ､自分は研究せず妊築業者にまかせてしま

ったからでありました｡このことは計所l巧を充分に検討してから実行するという-

つの教訓になろうかと思います｡

商兼の場合には､固定資本にあまり金をかけず､むしろ流動Yf本に金をかける

という方法が良いのであります｡日本の助命には､刑画とか7イヂ7に金をかけ

ることを回避する帆古川こありますが､これはあやまりであり､計Pll等により大き

なウェー トをおくべきだとゴ;えます.

再度申しますが､朗業するにあたっては､経営には利益を考えると非に社会性

ということも考えなければなりません｡

ここで､ 応近の小売業の状況を申し上げますと､昭和kl1年度､43年度､45年

度､47年度と商業紙計調査がありましたが､神奈川ml如こおける滴晶売上高は､

43年度から45年度にかけて394%の売上上知 ;あり､横浜市においても､やはり同

様に394%ののぴとなっております｡1年になおすと20%ののびということにな

ります｡横浜市における人｡増加率は46%及び値上 り暗54%､店舗増加率34

%を差引いて,実質66% のFL;上増となったことになります.昨年から今年にか

けては､殆んどのびがないと出ていますが､これには不t兄等の15li因があったわけ

です｡飲食業は､一般小biL三共 と比べてうLJ=高ののびが大きく､転業の場合,飲食

英に入るものが多いという特色があらわれています｡これは急激な人口の上!紬Hに

支えられていると号えられます｡

同一規校の商店の場合､地方都市よりも大都市の方が経営に対する努力が払わ

れているという傾向が強く感 じられます｡

皆様が摘店開業にあたり考えておいて欲しいことは ｢商業はあまくない｣とい

うことです｡菜椛のいかんを[朋っず､内mは非常に苦しいのです｡例えば食料晶

1対係では､スーJi-マーケ ,トのような大規模店の進出により価格㍍中が激化傾

向にあります｡スーパー7-ケ yトは克之低18%､一般′ト売店は20%の利益がなけ

ればなりません｡金物店の場合の主力商rF.''は ｢ジャー｣や ｢ポ yト｣であります

が､これも大ii:L仕入 .大石主順･;Jt.･店に押される幌向にあります.酒屋の場合にも､
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_
_ 日本酒の流通機構の兼敏伽 こ起因する 中間マージ1/のtmJ桝こよる怖下げ哉伽こ対し

て輸入の自由化による抑 酉の流入による市場WLt乱等がありますOこれらのことに

対処するためには､流通機構の整備､労働者の榊圭保､惜柏の適純な把篠という!.I.･､

に常に注志し､経営してゆかなければなりませんQ

新開地で首)"L争相手がないところならは､殿様補うIL.:ができますが､うlIf過のところ

ではそうはゆきません｡

商(-)Jtにおける競争は､一定地域内部においての指命から地域間においての設 4(l

へと変化していることもiLのがせないことですoこのことは､自分だけがや貨命に

維粥努力しても､地域の衰退ということで実田上マイナスの経営になる･TJfJE性も

あるということです｡一例をあげますと､平塚という束WI-f遣沿紙の商業地かあり

ますが､この街は昔は七夕祭り等のはなやかさにみるように栄えており､FT'･木､

伊勢原､秦野,/)＼関原､茅ヶ崎､藤沢､大船のJ占J辺都市から客を吸引していまし

たが､現在では､各都印が力をつけた粁架､衰退のきざしかみえております｡

又一方､業櫛問の㌫卑トというものもありますO例えば､TE･tXL然具店､金物店で

は ｢ス トーブ｣ ｢ジャ-｣ ｢ポ ノト｣ 突如ま､ 双方の店で販売している状況にあ

り､互いに競争 しています｡又7-ケyト内における ｢ジュース｣ ｢コーラ｣の

扱いについても､パン屋､jj'L子屋等で扱っていて,競争関係にあり､経営上むず

かしい両かあります｡

心構えとしまして､つきにあげますのは洋本効率というものもありますO-,qiiL

に資本を投下した場合に,これは店舗､設竹F'1Jl.滴l'.=.L等に分配されますDしかし一

番大切なことは利益をいかに収大にするかという見地に立ち資本の投下がなされ

なければなりませんo

普通小売業は､83%､ 飲食店の場合には10-15%の利読高率を示しております

が､新規に開業する切合には､必ず利論率を計界してから実hL+ることが必要で

す｡

小売業における?/i:･上の標畔は､投資織の23-25倍といわれておりますDこれ

を節水の回転率 といいます｡

実際に開業し､･JlL･上目枕を立てる場合に､況してその日枕が避止であるかどラ

とか､'ijE争店の有功JCというような商圏の設定が一番大切なことでありますo例え
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ば､ 1,000川･.LJrl.=の矧顎での糾吉の適正数は28爪という着丈字がIEl.ております｡

榊兼の場合に ｢菜櫛の選定｣と ｢場所｣とがありますが､この)場合に､どちら

を先に決めるかが問温となりますが､一般的には ｢業柿の遊走｣が先決であると

..Jわれています｡Fl分が雛TrE_､迫蹄に画した土地を所有しているとか､自己の能

力とかによって茶棚をT)tめる端艇とされた方が良いでしょう｡

商業の場命､以l納ま ｢場所｣よりも ｢弁巨力 ･経験｣及び ｢Yf金力｣がlT･祝され

ていましたが,祝tf-.では ｢場所｣が良け九は､幣通の人ならは何んとか詳鞘がで

きると,;われております｡

開発にあたり､Fl黙 ｢菜f･T.｣｢場所｣｢人｣｢企｣を#促 させることが 一帯良

いことですが､私はBllF.繁盛しているJfiは､殊んどがfI'_地に怨まれていることか

ら､ ｢場所｣が一帯Trl要と-JF;えます｡

そして､-I-ケ 7ト的な岱E71化による経ず･;'方式が､探写柑 -からみると和利であ

ります.

広い芯妹で､港北ニューダウ/以外の市FJlの発/針 I-のある ｢噺 IjTr｣は戸慨 であ

り,Il.L･内ではLTlfuくが-1Ttl_Jであります｡

狭いuT.味での ｢執 軒｣についてIPL｣.げますと､例えば､ガソL)/スク/tJな

らば交通iIとの激 しい ｢場所｣が良いでしょう｡

開業にあたっては､なるべく同業I.Eは同菜櫛で 1カJr.)fに災申した.JJが良いでし

ょう｡これは客に対するサービスという怒妹で ｢1つところでrlr_[ご物 が で き る｣

｢安全なTll物ができる｣｢快適な買物ができる (冷暇Jj;設†梢)｣ことでありますo

現在では､瀬谷院､理髪店で冷暖房設TJifL】のないJ.かまもうだめだとL-.われていま

すOそして､鋭代は店をJlElいたら晶物を非ペておくだけというIr～什tではありませ

ん.例えば､飲食l;t.の幼合､ぐらぐらのテーブル ･椅+､/)くけた推､雑多なメニ

ューのT.tjでは紺IL･;那.●L'.しいでしょう｡客はそれぞれの家庭に九11れば､もっと良い

環境にあり､哨好として家庭に雅たいものを求める陳rI77なので､それに応 じた設備

頂を完備しなければなりません｡

要は､開業にあたっては充分な研'先と準備が大切であります｡

,#りにあたり､今まで述べてまいりましたことがらは ｢TIL_k北ニュータウノ生活

対策のしろべ｣に詳しく執"Jlいたしましたので､再度お読みいただければ奪いに

存 じます｡ (史,l･の ー捲｣ヒニューダウ./′l:_試射苅のしるべ｣は那 lJJltを指す)
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皿港北ニュータウン生活対策

地元相談所の開設結果



｢

港北ニュータウン生活対策地元

相談所の開設結果

生活対策地元相談T.)-Tは､昭和48年 3月から4月にかけて合計 9匝】開設されまし

た｡開設時H糾ま､/r一前10時30分から午後 4時までで､柵談員として､ コンサルタ

ソト (小′ト企業診断士) 3名､横l別 ヒi;豊美協同組合収8､日本住宅公団謄北開発

事務所職員､械i兵市民生吊rflJ)t専任似非.-dll練佼嚇El､緑政局漁業者等松葉対策室

職員､計画局rLl一北ニュータウン雄設部職員がTl!lJ.LP,:しました｡地元来所者は延4447.

であり､開設場所､]三な相談事項は次のとお りです｡

なお､回答についてはflrtHが多岐に及んだため省略 しました｡

昭和48年 3月28日 (水) 北農協LIJ内支所

昭和48年 3月30日 (金) 柚 ノ禾自治会飴

(》 建設計画について

② 商店開業にあた っての準備等について

(参 出地の宅地立位課税 と港北ニュータウンとの側連について

(参 継北ニュータウンの将来の土地利用について

(勤 公団用地の管理に万全をルILてもらいたいC現在の管理方針について

昭和48年 4月3日 (火) 北農協中川支所

① 区画整理番非完了後の所lJj地のJl-1良な利用方蛙について

② 公団の工群に就労したいが

③ 区画整理の工事話手時好は 仮換地指定時JyJを知 りたい

昭和48年 4月5日 (汰) 東山田公民館

(D 公団の工事に就労 したいが

② 借地権者は将来どんな坂扱いを受けるのか

③ 二ュ-タウン内でli才楽 したいのだが

④ 工事計画 と榔aiの方法について

⑤ 古木を将来 とも保存 して秋 しいのだが

昭和48年 4月 7日 (土) 茅ヶ崎公民館
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① 調整地区と公団開発地区とのj:地の交換分合は可能か

② 工事中の臥ジ之対策について

③ 工軌yJ‖H中の生計紺 -,l】の良与脚よ

④ 減少率 と仮換地指定時糊は

⑤ 区画無理区域内の工場の砺扱いについて

昭和48年 4月9日 (月) 北条協都田支所

① 移転hIitFiの内容について

② 公団用地のキL7理方r糾こついて

③ 怯英には何にが-･芥良いか

昭和48年 4月118 (水) 北森協本所

昭和48年 4月16日 (月) 北山田クラ7

Li/ 造成計l榊こついて知 りたいのだが

② 廃業帥帆の内容について

③ 酒屋及びタバ コ]_表の開業要イ叫こついて

昭和48年 4月18日 (水) 金子入公民館

(D 鉢物関芸販売業の将来性について

(診 工事計画及び遇成計画について

③ 酒屋開業にあた っての条例及び将来性について



≠ 資格取得の しろべ



｢

.

資 格 取 得 の し る べ

ここでは､ ｢捲北ニュータウン生活対策のしるべ第 1央｣に掲載できなかった

ものについてお知らせいたします｡

〔国家試鼓の部〕

中小企業診断士 (中小企業診断協会一東京都中央区銀座 6-15-1 TEL54

2･3271)

第一次-商兼rilm 及び工鉱業部PrJのうら一方を選択

第二次-応用力の筆記 ･口述

不動産鑑定士 (手並設省計rgi局宅地部宅地政策課地Illh公示室-瀬京都千代田区Ta'ケ

供L2-1-3 TEL58014311)

第一次～国語 ･数学 ･"論文

第二次-専門如.戯

第三次～専門的応用能力

公認会計士 (大蔵省証券局企業財務第 1課公認会計士除一束京都千代田区芯'ケ関

3-1-1 TEL581･4111)

第一次～基礎如.泊

第二次-専Fr蜘l,7歳

第三次-専門｢伽占用耗力

L580･4111)

第一次-大学の一般教凍課税修了程度の雑記試験

第二次-学識応用能力の短文 .論文 ･FI述

司法書士 (法務局一東京都中央区築地 6-20-6 TEL541･3441)

第一次-民絵 ･商法 ･刑法

第二次-不軌慮登記 ･硝薬登記供託 ･民駐訴訟法 ･司法31士快日系法

弁理士 (特許庁総務部秘-;LT謙一東京都千代田区rTBケ関1-3-1 TEL501
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･0576)

川 1).拭験～.諭71 I=AJ,仏､独語rLiから1,課目過択

本 試 験～工菜所有権法及び41課目の 中から3,鎌El選択

土地家屋調査士 (法務局-束京都中火区祭地 6-20-6 TEL5411344

1)

土地家屋調査士にF判する事項 ･不動産のR示及び生,妃にFliJする事項 ･5;伸測id

図 ･作図

税理士 (E』配庁Ji:官有房人事,諜試験繰一山 話都千代田区芯ケZ∬Ⅰ3-1-1 TE

L581･4161)

;.申請t!･財務謂&諭及び所得税法と法人税法のうち 1灘Elは必乱 相続税法､l月

税徴収法､事業税及び固定Yf産税のうちから1-2.課目選択

焚格～短人草以 卜で法律学父は経済学を屈鯵した者､謙理事務の5年以上経験

者

計量士 (日本計iJ呈士会-加京都新宿区納戸1日125 TEL26913232｡通産

省_TllJ:菜IE-)計1Il主謀-庶京都千fl:旧I互芯ケr仏】3-1 TEL50i･15

11)

計荻にrBlする･基礎知.7L'&･計i詰問隣法規 ･.iAliEと:拭概芯行･計茄と弔一理WnVい 'jfm-i計韮

宅地建物坂引主任者 (都道I付Il､土のj=′(-'.:謀へ)

丑)･門JJw.VLtのLIO越択一式

建築士 (地 政rTH'iJ..)姐染指蛸.-ut-束末抑丁代任lla芯ケl削1-2 TEL580

･2982)

姐韓に側する設計恕l雲l･計辿j･fFVl追 ･施Jn lT点鋭

流路～実務経験等制限あり

社会保険労務士 (都道FT'iyTL91;-肋基準拐監放課)

分納益雄法 ･労肋災嘗保険法 ･継康保険法 ･EJl7E湖 上は保険法 ･Wy'･生年金保険娃

･失業保険法 ･労働社会保険法 ･一般筒,A;哉

汗格-短大卒 ･高等専門学校以上 ･実務綻験 5年以 ヒで上司が認めた場合

〔資格試験 又は認定試験の部〕

衛生管理者 (軌道rlfll.ミジ;･WJ兆準局)
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労肋韮準法 ･労肋衛生法規 ･労軌生理 ･労肋衛生 ･救急処IR

Ef格-高校又は旧制中卒又は保険衛生業務経験2年

桂営コンサルタン ト(日本経営士会一火京都Ill火区銀座2-2-2 新道産業ビ

ル 561･3222)

散光試験～士抑のみ

専門試験-生産 ･販売 ･人事 ･財務 ･事務のうち3科目選択

士棚については 1科目選択

資格- (誰･Er･土師)イlR務経験10年28才以上 p大卒実務経験5年27才以上

(柾営士)大卒英耕経験10年35才以上

データプロ七 ./サー (日本事務能率協会-rik京都渋谷区千駄ヶ谷4-1-13

TEL403･1331)

第一次-A専門知識 B経営管理 ･会計学 ･数学 ･統計学のうち2科目選択

詐二次～rj述試較 論文

計算尺 (各細工会議所検定淋)

1級-2級科目に対数計界 理論

2級-3級科目に立方計罪 三角関数

3級～4級科目に平方計罪
4級-乗除 .比例 ･反比例計罪

統計士 (実務教育研究所一説京都渋谷区神宮前 4-18-1 TEL315･13

21)

統計の実務知識

汗格-高校卒業以上

通訳 (日本通訳検定協会一束京都目.TI;区下目黒2-23-28 TEL492･36

61)

射一次～英文和訳 和文英訳 ディクテェイシ日ソ ヒ7 リング

妨2次-英会話10分程度

汗格-55才以下の者で高校卒業以上の知識を有する者

行政者士 (各都道府JTと総務局)

行政fE士の業紛 こr英け る必要な泣令 (民法 ･行政法 ･遜汝 ･地方自治法 .法学

概論) 一般常識 作文
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汗格-高楼卒業以上または公務員として行政事務経験3年以上

海垂代理士 (運輸省海運局総務選一liに京都千代田区芯ケF対2-1-3 TEL5

80･4282)

一般常=韻は慾法 .民法 ･商法第 4編の概括的知識 -i好門科目は織部泣令の専門

知芹散

職業訓練指導員 (各都道J朽瓜労脚主群部職業訓練所)

専門実技

速記士 (日本速記協会--R京都千代田区永田町 1-11 TEL 580･0976)

1級～3,200字 (分速32｡字)

2枚-ノ2,800字 (分速280字)

帳票管理士 (日本帳票管理協会-束京都1牒区赤坂 1-7-5 TEL585･1

041)

1級-論文

2級-王だ記 L,ポー ｢

3級～範記 実技

農業協同組合監査士 (各都道府lR£蓬莱協同組合中央会)

監査 会計学 簿記 凸業協同組合関係法 協同組合論 口述試験

資格～高校卒業以上



Ⅳ他の開発地域における

生活再建状況

多摩 ニュータウンの場合

洋光台地区宅地開発事業の場合

高蔵寺ニュータウンの場合



多摩 ニュー タウンの場合

に当る多摩丘陵-榊 こ位置し､東西に約14km南北に2-4kniの細長い形状になっ

ています｡討画区域の面材主は3,014haで､区域内の丘陵は 100m前後の株高をな

し､重要な尾根が地区の南端を於西に走 り､多摩水系の分水糾 こなっています｡

計画区域の地目は､大部分が山林で､丘l掛こはさまれた谷に宅地と出地が散在し

ているO この山林と出地が全両firiの90% を占めています｡ 計画人口は約41万人

で､戸数は11万戸､ 人口密度は 136人/llaですO 開発手法は､新住宅市街地開発

事業と土地区画整理事業になっています｡ 日本住宅公団が施行するのは､このう

ち 1,005411aをITr住宅市街地開発事業として行いますC功:英年度は､昭和41年度

から50年度まで､人口は 144.600人､39,340戸の戸数を計画していますO/｣＼学校

18校､中学校 9校､高等学校 4校､公園は 963haで中央公臥 地区公園､近隣

公園､児韮公開となります｡

生活再建の対象者数は､公団に用地を提供した者480世帯であり､昭和45年5

月の調査によると､営業希望者144名､就職希望者119名､出業祉競希望者89名､

回答なしの者128名であった｡回答なしの者のうら115名は既に安定した職業につ

いていますoなお昭和46年現在､営業希望者のうち21名がii貸店舗等で営業して

いて､内訳は公団のiT.1貸店舗11店､宅地分識 6店､舗店都営住宅地内分純店舗 4

店となっています｡

(江) 新住宅市t'Ei地IllEl発非業は､新住宅Trf的地了耶i悦法にもとづいて行なわれる宅地r井l

発Irdf菜です｡この三拝掛ま､開発三拝業者 (施行者)が計画区域の用地を全市的にT(舵

するため,地幡者の生活益卓左をおぴやかすおそれがあるので､法により施行者 (多

摩ニュータウンではEj本住宅公団等)に生活再び招紅が菰務づけられています｡

一別ヒニュータウンの土地区画虻理非菜では､従前地に見合った換地があり､土地

の脚 胴日系は変化しません｡従って､生活再姓iEuJ掛ミ淡に規定されておりません｡

転業 対策の具体的事例

情勢判断のよいケース

A 氏 49才 文具,譜店希望 出第
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委 48才

長 91 22才

長 女 20才

二 女 18才

二 男 16才

三 男 14才

父 78才

母 77才

先祖から113業を受けつぎ､出地を2,631坪､非EILL地6,469坪を所有していたが､

ニュータウン妊波に伴いil'l地1.950坪､非E笠地5,869坪を手:推した｡その土地代金

として約4,000 万円を受けとっている｡

再ii!希望は文具 ･I.11店経'i;-であるが､それは南多IW rrj発馬 (以下局)の再娃台

帳によれば次の様な経過をたどっている｡上郎 丁終3年 6nには文具店の希望であっ

たが､その時点では業務用地の分完売によってか或は用地内店舗のiT47i割こよってか

は､決定していない｡昭和44年3月には､店紺の閑菜までのJyl間に不安をうった

えている｡この時､-托した仕arのごl'Erlいを希望したが､実現囚雛であると局が

答えているO昭ネn44年 7月の一次.llVi習後､文只店及び八百屋を希望している.こ

の時は文具店は利潤が少なく八~百屋の方が良いということを知っているが､八苫

屋の蕃三両を知っているので決定には充分検討するとのことである. 昭 和44年11

月､第校調整説明会において-ir節文具店の申込ILLZを受理､昭手1P15年 4月に5住区

で開業する契約3;!Fをとりかわした｡ (現在は開業中である｡)

このため､住宅公団の語推習会を受けており､更には良タ‡22才が1-Lt店造成のため

見習いをしており､その日甜菜賢金としては2,000万円､ うち自己貯金 1.500万円

を予定している｡土地代金の使途としては上記のほか､山林を八王子に求めてい

る.文具 ･壬FI吉を選んだ理由としては､知人のlrFLlr店及び公団と相談のうえ､始め

は大変だが安定した業種であるというので決UrLたといっているC

当初は公団を締 りに.lif.発したが､結果的には個人の努力にかかってくるという

結論に適した様子である｡

訪問調査では,以Tの様な回答をしている｡

数年前から､すでに多摩におけるL:注英は限糾 こきており､新 しし:都市戯業への
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方向転換が必然であり､またその指gj=も必要であった｡彼の牧舎は､地業へもか

なりtiTl秋的であるのてその考え方も合理的でしっか りしていた｡その為変身への

態度決定もしっか りしており､うまくいったという.評判である｡それには次のよ

うな ｢いきさつ｣があったとのことであるB当i)Jは用地TL'収に対してかなり不満

の態度を示したが､しかし､それが避けられないZIE態であると納結け るや先祖か

ら受けついだ汗産を金にかえたままぼんや り使用するのはrPL訳ない.それで結

果はすべてやってみなければわからないし結局はEl分の努力に依るものであると

の考えに立ち､以前買収に当っていた元公Efl磁iiが団地の言!F店綴榊 このりだし版

調にいっているのに範をたれ､三笠店文具店の只体的なHiをその人の助力を得てす

すめたとのことである｡

本人は今後10年間努力し､後に息子につがせる予定でいる｡

このようなことであるが､周囲の人々にはどうしてこんなに早く招み切ったの

か疑問であるらしいが､区画室理容業がおくれており､かつ技地の利用について

も㌫地法では転用が可能であるが､区画整理が出来るまで手をつけることが出来

ないので､それならいっそ団地の中で早く商店経潜に来 り出した方が賢明である

と判l析したとlこ)ことであった｡

不安定な形で転業に取り組むケース

B 氏 60才

IrAj: 56才

良 91 28才

長 女 (嫁入) 24才

二 女 21才

二 g3 18才

三 男, 15才

飲食店希望 出来

ポンプ会社

住込店Li

牛乳会社

高校在学中

中学在学中

母 86才

先祖からよき菜を営んでおり､EhE地 1,624坪､山林863坪､宅地208坪を所有して

いた｡家族構成はB氏夫妻と母親､それに子供5人であるが､長女は住込店員と

して出ているので7人となっている｡

£Li地所桃が少ないこともあって鼓業はB氏の代で終 りにするつもりであり､長
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界もi'豊業をつぐ芯志はなくニュータウン計画の詔以前から水道r焚日系の会社に就業

していた｡

それ放､土地自体に対する執茄はなく土地を手離すことへの抵抗は少なかった

が､買収価格が安いので売る気がしなかった｡土地の価格を上げさせるため相当

頑張ってみたものの買収価格は変らず､訂.局なんにもならなかった｡うJL･卸した土

地はEl豊地 1,074坪､山林863坪であり､土地代金として1,200万円程受けとった

が資産保全の為の代替地は高い (と思った)ので買わず､右I.=果的 には 住居の新

群､葬式､長女の範軸昏式などでくいつぶしてしまったようだ.

そのあ､土地を公団に安くだましとられたという菊揃があり､公団に対し相当

反感が強い｡

営業の希望として､水迫関節の仕事をやる予定で長73が乗 り気であった｡それ

で会社をやめでli題'業面の見習いをやっていたが､公団r夏城の ･11に水道快日系の店純

の予定はなく､公団の外に店舗を構えることもできないのでやれなくなってしま

った｡

現在の生計は長男の就労以外に､Bさんも水迫の配1-7工として捌いている｡手

元に残った畑は公団の工恥のおかげで水か来なくなってしまい､水を三拝で遊んで

くる始末である｡公団への反感はこのためさらに大きくなっている｡

土地代金は使い果たしてしまい､手元の畑もたいして耕作が出来ず'iit'菜の希望

(水道側係)もなくなってしまったので､区画整理がすんではっきりと状況が決

まるまでの生計は2人の就業収入によるつもりでいるが､公団には一応好司屋･.;三

業の希望を出している｡寿司屋に決めたのは具体的gこ考えた訟果ではなく､ただ

何となくいいだろうという一般的な軌 こよっており､･..#菜開始の為の見習いが必

要だということはある粗度感じているが､そういう芯志はあまりなさそうで水道

鵬除以外の商売に対する芯欲は弱い｡

区画整理の時期がはっきりしないことも現在のような状掛こした原因となって

いるが､自ら持っている特殊技従を生かして商売を始めようと思っていたのが､

計画区域内で開店することができないということになり､現在のどっちつかずの

状況をもたらした主要な原因であろう｡

今後は長男が水道開陳の職に再就職し､更には就学年限が終る二､三男が就職

したりすることによって生剤を支えていくものとなるだろう｡
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就職する可flt=L=性がまだあるので､どうしようか迷ってはいるものの困りきって

いる状態ではないようである｡

菜種を決めて一貫 して進めているケース

C 氏 38才 講果物商希望 巡業

妻 37才

長 タユ 13才

長 女 12二才

二 男 10才

二 女 8才

父 65才

母 64才

先祖からjl笠業を受け継いでお り､zil豊地2,396坪､ 宅地50坪を所有していたo専

莱,i--;豪であるが,:豊業収入の中心は韮豚であり､区画整実軸1,行なわれるまで毒別家を

続けるつもりだというO土地の提供に際し､価格面で不満はあったか出地耕作に

よる収入がそれほど多くなく､またilB業に固執するL.範はなかったので王訓文に応じ

た｡売却時期は比較的早く左Il地の32/Oz;を棋供し､1,084万円を受けとっているO

ニュ-タウン計画がなかったら､このまま巡業を続けていたが､このような場

所では11-iiL菜だけで生活していくことは四郡であって､子供の代までお菜をやらせ

るLj.t特は持っていなかったとのことであり､ニュータウン計画を機会に出業から

緋れ商売などを始める決忘を持っことができたという｡

父親の知人に牛乳関係の仕事をしている人がいて､牛乳屋をやってくれと熱心

に勧められた｡そこで牛乳屋についていろいろ調べてみた (団地を何カ所か回っ

てみた)結果､牛乳屋はむずかしいという活を聞いた.特に叔近の人手不足では

牛乳配達員の確保は困ill'であるし､現在いくつかの団地で行なわれている自治会

牛乳による安売りがあるLで､しかも公団に聞いたらEfl地内での開店はできない

(住区サービスでの芯味) というので牛乳屋はやめることにしたo

何か他の商売はと思いめぐらした結果､C氏が通瑞枝いなれている講果物商に

決めた.C氏は以前東京の17!3'果物市場にIi..入 りしたこともあり､現在まで附近の

出家の野菜を自軌車に桜んで共同出荷をした りしているのでIH:l切の雰囲気はつか
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んでいるとのことである｡他の団地で八百屋が一般的に言 って､況んでいる (ち

うか っている)のを見たことも決心を強めたようである.

='HT･果物商に一応決めてから､酒屋や肉屋と比較して見習い期附が少なくてよい

(所得はC氏ひとりにかか っているので)ことや､あまり元手がかからないなど

のメリットを考えて与7%･物商を営業することに対する不安を軽減することができ

たようである｡

現在､開店の日振 りが決まらないことで公田に不満があるが､閉店が決まれば

同じような条件の団地内の商店に 1年位は比習いに行 く予定だそうだ.具体的な

Yf企引画として自己Yf金と借入金を半々ずつ予定しているか､その鵜に必要にな

るYE金として､土地代金には手をつけないように代郁地を納入し､現抑 え残され

た£li地及び養豚に和を出している｡

豪族の技態を生かしたケース

D 氏 56才 美容院希望 お菜

蛮 53才

二 女 24才

= * 22*

四 女 20才

五 女 17才

父 85才

長 女 26才

長女の夫 29才 自衛隊

先祖からお菜を受継いでおり､出地4,072坪､LLl林4,417坪､宅地150坪を所有

していた.ニュータウン計画に探し土地口収の話は昭和40年以前からあ ったが､

｢買収予定土地はgl<地であり､生活の汗を得ているのだからすぐに光らなくても

なんとかなるだろう｡もつと具体的に話が決まってから売却しよう｣と思い遅 く

まで売らなか った｡その結果､700万円の税金控除がつかないことにな った｡そ

れでその後交渉にきた都の方へは すぐに 売却した｡ 土地は全部で コ uT渉程売り

3,000-4,000万円楳受けとっている｡

出茶を続ける-1G向はあ ったが､土地代金で代橡地を求めるとなると現在住んで
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いるところを変更しない場合､近くでまとまった土地は殆んどないし､価格も買

収価格の2- 3倍になっているのであきらめてしまったo公Eflでは代路地の鵜旭

は絶対にしてくれないし商苑以外に何か見通しをつけてくれれば土地は手離した

が､商gL7以外にはなか ったのでFL.:月】が遅れてしまったとのことである｡

商TL:はやりたくなか ったがそれ以外にないので公BJには一応茶店として申し込

んだ｡公相に申し込みをしたのほ､公団との開陳がきれたら､商売をやるといっ

てもできなくなると思い公団との榊供を切らないためであり､生活再娘的習会に

も全て参加することにした｡茶店にした理由は親郡に経･E'しているものがあった

ためであるが､謙:.人には撫理だという話をrifJいて某紙だけ未定にし､公団には引

き続き′:Llt一三業希望をtLJTしておいた｡

ちょうどそのころ韮子としてきた長女の夫が自衛r掛こ通いながら乗客学校に行

ってお1)､兼容院への松菜希望を叔終約に山すこにした｡

美容院の開店はニュークウン計画がなくてもやりたか ったのであるが､ニュー

ダウt/計耐こより芙現可JJl転位が出てきたので､現在一[.r'i菜第一希望となっている｡

当面は長女の夫が消防快日系の化lj･iをしつつ拭 ったJl迄地を耕作して諒らしている

が､土地代金でりつばな毅を娃てて I々LLむきはかなり良さそうである｡

突容院は自らやりたか ったこともあり只休的計画も考えている｡克美･Lq両では田

地内部での開店であるから充分に成り立つので､その方の心配は全く持 っていな

い｡公団からも閑某店舗はあまっており.何度も【糊吉するように要諾IIJLが来ている

という｡

しかし問題なのは人手の碓促であ.)､あてにしていた長女の夫の友人が〆メに

な った｡長女の夫がしばらく美容f英順 から離れていたため､技術のある人が見つ

かりしだい開店しその人と一緒に経'a''をする予定であるが,なかなか良い人がい

ず開店できないでいる｡

それでできるだけ開店を接に延ばし,その間に人手の開放にメドをつけるつも

りでいるBどうしてもできなくな った場合は､親筋でや っている化粧晶店なども

考えているが､井等の知識が少ないのでむずかしそうだと思 っている｡

インフォーマルな情報を生かしたケース

E 氏 27才 英子店希望 J'TLiL'車重名主 お菜
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安 24才

長 -51 3才

親の代からぷ淫楽を受け継いでお り､出地3.199坪､山林766坪､宅地180坪を所

有していた｡£注菜は父親と2人で経営していたが､父親は現在は病気癖社中であ

るOニューウタ/計画にl;祭し土地は昭和43年頃までにat.:ってお り､出地2,503坪､

山林766坪で土地代金2,0007才円を受けとっている｡お菜に対する執茄は父別が病

茄であ ったこともありそれほど強 くはなく商7LIL=に転業する志志は土地TJ't.7却当時か

ら持 っていた｡

よき地の大部分を売却 したのでお菜でや っていけなくな ったため､'jifE申輩とし

て紛いている｡すぐに就取がiiつか ったのはE氏がまだ非浦に若いことが有利に

働いたものと思える｡当所営業開始までのrW､車輩を続けてつなぎとするつもり

という｡

昭和43年当時は､ただ輔=JJt.=することだけを決めていてJ,コ.休的な業柾は考えてお

らず一応ilt一店でもということにして公団(llljに言 っておいたところ開店できるよう

にな ったので,具体的に営業菜位を考えることにした｡碗-完自体は､Eさんの妻

の兄弟に2人商売をしている人がおり資金の相談をは じめ威々の面で助けにな っ

ているため心配は持 っていなか った｡また奥さんEl身6年間握店員の詳験があり

商売にはスムーズに入 りやすいと言 っている｡菜種の赦終決定には証兄の古見や

自分自身も考えた兼､茶店とj)'iL子店のどちらにしようかと迷 ったが､EW和44年11

月にIjE子店希望としてlri終的に公団に開店申し込みをしている｡j)lt子店に決める

過程で義姉我見にいろいろ相談したわけであるが､決めた理由は配達がないので

人手が少なくてすむという点が大きか ったとのことである｡

具体的な計画として自己資金1,000万円､借入金500万円で洋菓子店をl凋き､Ji

ソ類はある程度加工もしてみたいという｡

現在､商売一本にしぼっていて､なるべく早 く開店したいが具体的に決まりし

だい見習いなどにでる予定でいるo Lかし､売却資金で代替地をnTっていないた

め､手持ちの班地以外の現金資産か物価上昇のため梅年減ltltlしていくことが如 こ

なっており､開店時の事業Yf金としては､扱っている土地のTjLT却をも予定 してい

る｡

住宅公団の講習には全て参加して､特にEtl地見学で実際に開業している人達の
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話を見聞きしたことが役に立ち､自分も是非営業しようという気持ちが固まった

とのことであり､具体的な営業内容については前にも述べたように義兄の影響が

強く､現在瓜も細 りにしているO

営業を否定的に考えているケ-ス

F 氏 70才

妻 69才

長 91 44才

良 Iyl,の長女 14才

〝 二女 11才

〝 6才

〝 安 37才

E-3-地を7,039坪の89%､6,278坪と山林3,374坪を新任区域内で買収され,土地

代金として4.636万円を受けとった｡これらの出地は先祖から受けついだほかに､

40年ほど前にII.lIi入した-r叩捗の出地が基礎であり､蛮蚕の収益を貯えた1.000円

でII.fVl大したというその土地の来歴ゆえに､お菜への強い変文言が感じられる｡この

･.EよはF氏夫婦から長男､次男へも受けつがれて､ニュータウン計画による買収で

89%の凸地を手離しながら,なお出英の鑑品を希望するという態度は-家全体に

riかれていると思われる｡

土地というものに対する奥さんの考え方は, ｢土地を,7L7ってまで現金は要らな

い｡土地を持って鋤いていれば土地を売って得る代金ははいって来る｣というも

ので,土地-の絶対的ともいえる信頼感が､労肋そのものへの愛執 こ7ji打ちされ

ている｡ニュータウ'/計画以前にも､唱和33年頃に国際ゴル フ場の建設で土地売

却の話があったか､その時も最後になってやっと換地をすることで了解 してい

る｡今度の公印の買収も､三度にわたってようやく完了した｡叔後は収用法まで

持ち出しかねない状況になったようであり､そうまでして山菜を続けたいという

克特は､やはり認める必要があろう｡

長男は､唱和42年秋に､叔初に公団に売却した際の土地代金で直ちに神奈川児

は久井郡津久井l町に7反の代替地を謂入､不在地主は不可という登記の脚除上も

あって昭和44年4月には中学生の艮女を除いた豪族全員がその地に移転し､現在
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菰菜を中心にした出菜を続けている｡

隣に分家した次男は､以前に商売の謹毅があるだけに逆に商;-L.･のこねさという

ものを感じており ｢なまじっかのことなら商･71.-･するな｣という商工会議所の忠告

や段戚に商売で失敗した人の例があることもあって.初めから営業は強く希望し

なかったようである｡公団の講習会も一次だけ参加 したが､紙局本人の性格が商

完には向かないという判Urもあって､現在営業の意志はなく就職したB

今後は,残 りの土地と土地代金を後楯に勤務を続け､子どもの成J1-を待つのだ

という｡

またF氏についても､iI詣作業ができなくなって暇ができること､そのことを特

に不安に思っていて､区軸整理後も少しの化鮮ぐらいはぜひとも欲しいとしてい

る｡実際,出作茶にかわる仕事をみつけるにしても､老人なので職棚は限られ距

雌的にも近い所を望まなければならない､当然それは難 しくなり､かえって今の

土地でのi"1菜の継続を望むということになっているとも言えるだろう｡この例に

みられるように高年者にとっては,生活を新しく変えることはひじょうに困難で

あり､岩き業によって成立っていた生活基金左をニュータウン計画とどう対応させる

かは､生活再娃措正にとってやは り重要な柱となるように思われる｡

周辺の市場条件を優先しているケース

G 氏 58才 吹茶店希望i 出業

安 55才

長 9TJ 2911 地方公務員

二 女 24才 デ-'- ト店El

二 男 23才

三 女 20才

三 男 18才

£b<-地 6,019坪のうち60%にあたる3.597坪と､山林5,109坪が新任区域内で買収

され､土地代金5,182万円を受け取 った｡

所有していた出地雨抑 え､周辺の出家-戸当り平均よりはるかに多く､いわば

上JS･の部分に屑する｡それゆえ生活再姓も生別を早急に緋持しなければならない

ためというような緊迫さを持った間迫とはなっていないC現在も一三三懐 希望の並木
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紙は決まったものの業種や･lT三業場所についての具体化はほとんど白紙状態のまま

である｡それもこの出家の場合は資金や豪族構成のfEr-lでかなり有利であり､しか

も次男,(ま実際にレス トラン経営の希望をもっていて､営業を具体化しようとすれ

ばできる条件を揃えながらの白紙状態であって､そこに消極的ともいえるほどの

非常な慎glさか伺われる｡

土地を売却して生活両班が問題になった当時､G氏はう弐業かこ税極的てなく ｢タ

バコ屋ぐらいでいい｣と言って公庁11州から逆にノ､ノバをかけられている｡この姿

勢は今も保たれていると言ってよく､例えば次のようなG氏の言架 ｢豪族だけで

やるとなると大きい商売はできないが､食べていければその程度でいいのではな

いか｣に端的に示されているCこのようなG氏の韮木的な考えが生活再建に当っ

て長男､次男がひところ示した材i極性を押しとどめて､白紙のままでお く役を果

しているようにも思われるQ

良掛 ま土地売却後､£謹菜をやめて就職し､勤務のかたわら喫茶店経営の参考の

た桝こ見学をして回りセンタ-での開英を希望して申し込んだが (昭和44年)､

その後､本人の･txJt特が将来もこのまま勤務したいと変って､喫茶店経営の許はそ

れて立消えになったo

次男は昭和44年から一年間調理学校に過って耶理士免許 (河食)を得､現在コ

ックとして就職しながら自分でレス トランを経営したい希望をもっている｡ しか

しレス トランという業柾がニュータウン内で成 り立つかという点に不安を抱くG
氏は､その希望をとりあえず持たして､自分なりに他の業種を比較検討すること

を続けている｡その判附まやは り ｢ニュ-タウン内で確実に成 りたつもの｣とい

った安全第-のもので､自分の性に合 うからこんな菜柾をやってみたい､という

ようなものではない｡

例えばこれまで考慮の対象となった業横は､ 喫茶店､ 食堂､ 本屋､ おもちゃ

屋､食料品店､薬屋､理髪店などがあげられ､きわめて多種多様である｡現在､

おもちゃ屋をとりあえず希望しているが､それも叔爺的な選択ではなく区画整理

事業の進展具合や､高校在学中の三男の芯志などによってはまにまだ変 りうるも

ののようである｡

生活再建の緊迫度がほとんどなく､しかも危ない肺は決して渡らないという態

度が-EJ.して､生活再建は結果としていまだ白紙のままであるといえるだろう｡

- 33-



都市化に不安感を持つケース

H 氏 70才 就職希望 お菜

長 女 43才

長 女の長男 15才

〝 二タ‡ 14才

長 女の夫 46才

出地2.964坪の60%にあたる1,770坪が新任区域内で買収され,土地代金 976万

円を受け振ったorrl'収されたのはilTl地だけで､水田800坪あまりはすべて区画整

理区域にあり､ しかもEru文革がそれほどfL'古くないこともあって､現在も糾作は続

けられている｡

買収に際してはすぐにまとまった金が必要でもなかったので､できるだけ多く

土地は残 したかったといい､買収は周辺の出家の中でも最後の方だったという｡

生活再建の中心は長女の夫 (40才)であるが､以前商店に勤めていて商売は自分

に向かないとわかっていたので､営業は1枚一初から考慮 しなかったという｡そこで

唱和28年に坂得していた大型自動車の免許を生かして､昭和43年 6月/(スの運転

手として就職したO当時37才で､40才までという採用条件のぎりぎりだった｡こ

の就職は､新帥広告によって知り､さらに知人を通して決めたもので､公団とは

一切鮒対係に行なわれているo公田の講習会は一度も参加 していない｡

現在は水田がそっくり耕作できることもあって､生活にはさし迫って不安はな

いようがある｡大型至巨免詞という技能をもっている強みかあるためか､長女の夫

は当面それで十分に生計をたてながら､子どもの成長と､開発の成 り行きを見て

いこうという態度である.また代替地も遠方に買ったところで耕作できないのだ

からと購入はしていない｡

ただ,いくぶん病身のH氏の感想はやは り悲観的な方へと傾 くようであり､ニ

ュータウン-の対応が うまくできずに不安を感じていることが､はっきりとわか

る｡ このような不安は実はすべてのE豊家が多かれ少かれ､感じているものである

が､H氏の場合は､それに何か個人的な但三向が作用してことさら強められている

ようである｡
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酒屋開業を待っているケ-ス

Ⅰ 氏 64才

･js<i: 56才

長 女 23才

二 97, 25才

三 93 21才

四 タき 19才

母 83才

長 男 341}

酒屋希望 出業

会社員

会社員

酒芳i小･先業見習

高校在学申

出業

〝 の委 30才

先祖からCti業を受け継いでおり､出地4,439坪,山林7,152坪､宅地として185

坪を所有していた｡出菜所得が大部分であるが,かいこも飼育していたことがあ

る｡よき英収入では疏菜の'lE,(lJ合が半分程度で､米､亥がこれについでいる｡ニュー

タウン計画がなければ出業を続ける志向であり､また所11=TiI韮地も相当あるので近

郊地帯の1)LL型的な専業出家のひとつと思える｡

しかし､公団に土地を探供したのは非常に早く､昭和41年 1月27日に契約が行

なわれている｡ニュータウン計画により凸地の79%及びLLl林すべてを手離してお

り､この売却に際し､土地代金は6,190万円程を受けとっている｡

専業お家でありながらこのように早く (実際, Ⅰ氏によれば一番早かったとい

ラ)土地買収に応じたのは､I氏のWl.では ｢公圧】のやるニュータウン計画は､国

の政策であり反対できないだろう｣とあきらめ, ｢どうせそうなら早く売って生

活再建に力を入れたほうが良い｣と思った為だそうである｡

実際に売る決心をしたのは公EElの.JA明会 (昭和40年)のときだそうです｡

それ故､生酒再建講習会をはじめとして､生活再建を熱心に考え､特に講習会

には､本人と再建の主体となる三9:-1が2人とも参加しているO

再建の道として商店経営の業掛 こ対して､初めからはっきりと決まっていたわ

けでなく､ただ商売をする気持だけであったそうだが､公団から ｢酒屋にしたら

どうだ｣と云われ､酒屋を一応することにした｡ち3:うど昭和43年に三男が高校

を卒業するので公団から八王子市内の酒屋に住込みで実習するようにという話が

あり､三男もその志向であったので昭和43年4月12日から3年契約で今年 (昭和

- 35-



46年)の4月まで酒屋で実習をして (酒屋の免rl閂は､ 5年間の実務が必要である

が,生滴Fj:娃対象者であるので多少の短翁紬',可能とのこと)現在は公B]が紹介し

てくれた公団の酒屋で見習い rllである｡

公使rのWrでは酒屋に傾いたのは､本人もいっている迫 りだが.この他にも伯尉

さんが八王子の周辺地区で酒 ･奔任貸席を60年もしてお()その人をは じめとした親

戚の人々の話などから酒は価格が一定で､都内や駅前と投合しないので安定 して

いるという実感を持つことができたこともかなりの影iBiE力があったようである｡

こうして,酒屋の営業自体には殆んど不安がなく､昭和45年 1月に公匝仙帥こ酒

屋営業の申込Ltを提出し.現在は開店を待つばか りで ｢来年にはできるだろう｣

と詣していたO

開業の労金として600万円を予定し､すべて自己資金である｡開店後は現在他

の暇に就いている長男､二93､四男も全員が店を手伝う予定である｡

経営の実際については､公団や伯母を頼 りにしているが.杓に､三㍍が住み込

んだ八王子の酒店にはかなり炎体的な相談をしており､今後も締 りにすると答え

ている｡

現在関心のある問題は､物価上昇のため資金価値が減っていくことであり､開

店の時期が解っていないことが気がか りだそうであるo

ニュータウン計画をバネとして利用したケース

J 氏 65才 花束店希望 出業

･-5 57才

三 女 25才 会社員

二 男 30才

二 男の安 26才

先祖から出業を受け継いでおり､凸地 4,272坪､山林11,859坪､宅地90坪を所

有していた｡戦前は相当大規供な地主で多くの土地を貸していたそうであるが､

戦後はEl作もある程度行なっていたそうである｡自作の'll.tlJ合が少なく,また収入

の大部分は非凸菜所得であるため造築に執発け るLJ--1特は全くない｡

J氏はこの地区の実力者であるらしく教笥委員をはじめとして役場とのJ非日系が

深 く､そこからニ3: ダウン計画についての惜相を昭和36年頃からEi肌､ていたと
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いう｡出来には見切をつけていたので､土地を売ることには何ら抵抗感はなく､

｢ただ自分が役所に搬日系しているので､卒先して土地を売るというわけにはいか

ず､まず回りの人過の欺きを見てから売却するつもりであった｣そうだ｡そうい

うわけで土地は昭和42年～44年にかけて完封1し4,2CO万円操受けとっている.

ニュータウン計画に関しては郁々の惜紺漁から当然の方向だと思っており､公

liEZがやらなければ､ほかの民間のディべpy,i-が開発していただろうし､もし

民間の開発がなかったら､J氏lヨIJ･が貸家を営業するつもりであったという｡J

氏自かもう相当な年なのでこれ以上Si業を続けることもできないので､いずれ出

英はやめて貸家その他を予定していた｡

生清再延の希望は.'ni:il店は生活両建のために必要でやるのではなく (そうし

なくても充分基‡らせる)､逆に乍u./XJt店を開く予定があったところ-ニュータウン

ったのでひとりだちして'tT気店を経一式するつもりであったQ

そこ-ニュータウン計画の話があり'ELJt店の開店が具体化することになり､会

社をやめ';E気rAJ係の大学に進むことにした｡摘記は大学を卒業した後､2-3年

営業fUlの見習を続けてから始めるため､17-18住区にJ禍店を希望している｡

ニュークウソ計軌がなくても'af'*L店はBfl店することになっていたので､結果的

にはニュ-タウン剖画を利用したような形になっている｡

生活の必要にせまられて商売をするのではない払､営業面の経験がないことを

問題にしているが､不安は全くない様子である｡実際､昔からかなり金回りが良

かったらしく土地･-1lLd･却以前に建てている家もりっばであり､ ｢生活再挫｣という

間掛 ま殆んど芯.-mpこない｡周囲の緑が失なわれていくとか､貧しかった人達が急

に大金をつかんで金づかいが荒くなったとかのことを聞塩にしている程である｡

このように̀il1.-出僧の土地う'LL,却ほ､ ｢生痛両雄｣といった視点から見るのは聞速

いであり,一般的な地主の土地売il'と大差はないものと云える｡

開発段階に不安を持ち決めかねているケース

K 氏 66才

姿 60才

三 男 30才 会社B
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L

四 男 27才 会社員

五 男 24才 調理士

二 女 22才

六 男 20才

長 男 36才 トビ職

〝 の安 37才

〝 の&･-A 10-i

〝 の二女 7才

〝 の長男 61才

40年程前にK氏がこの他へ移住してきて出業を開始し､小作地を含めて出地を

2,489坪所有し､LL日和ま2,030坪､宅地は180坪であった｡K氏は現在､柄LxL摂蛮

中であり､一家の中心は長9才であるo llbE業収入の始んどは酪出にたよっていて乳

牛7-8頭を所有していた｡

ニュ-タウン計画の話は昭和39年頃から人のうわさを通じてritlいていたが､公

団の説明会があってから反対するでなく賛成するでなく回りの人が売るので､何

となくずるずる売ってしまった｡現在考えれば安く7r+I.:りすぎたと思っているが､

でも国がやる仕事だから仕方がないと考えている｡売却した土地は出地1,756坪､

山林2,030坪と田が733坪母である｡

残った土地でLt生業をするかたわら､家族数が多いので (12人) 4人程仙きに出

ているOニュ-タウン剖両発表以前から出業収入は頚打らの状態で若い迦中が勤

めに出るのはこの辺の一般的傾向であるという｡

生活再建に関しては一応､菓子屋業を希望したが､はっきりしたものではなく

何となく希望しただけで実際にやる先はない｡土地売却金は,住宅新築で殆んど

使い果たしたようで商売を始めるといってもその資金はないらしい｡

捌きに出ている4人の収入とお菜による収入でなんとか暮していくつもりらし

く､ ｢生活再建｣は迷っているだけで具体的に考えている様子は見えない｡元手

がないこともあるが､百姓が商売をやってもうまく行かないだろうと始めからあ

きらめている｡それで講習も全然Fiflきいっていない｡

周囲で土地を売った人も皆同じようなものであるので,それiLi心配している様

子もない｡結局このままずるずるいってしまうだろうとは思っているが｡
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こうしたふん切りがつかない態度になっている理由に､長男は､公同の生活再

紗 こ対する熱芯の如さもあげているが､より大きな軌 如こ区画畦理にIL過しがつ

いていないことがあるようだ｡

自分が現在住んでいる場所がどうなるかはっきりしていないので､LZt持ちに生

理がつかずなんとなく7'テプラしている｡区画生理が行なわれるまでは別に生活

再建について考える気特もないというO

区画整理が終るまでは一応状況を見て､そのうちうまい就職口でもあればやる

気はあるが､附近に大学なども多く絶つことだし区画整理が済めば何とかなるん

じゃないか､という感想をもらしているが､公団がなんとかしてくれるだろうと

いう快い幻想を懐いているようだ｡

この人の場合の態度決定は､何かr州推な仰報を得て決定しているというより､

周囲の状況を見てそれに従っており､娃度決定のプロセスはそれ程間掛 こならな

い｡しかし､生活再建両から考えると､後になって問題が出てくる例と思われる｡

買収とUS発のタイムラグの問題は開発主体の金利負担だけの問題でなく生活再建

からも考える必要がある｡開発後の職業だけでなく､その間の就業精解が生活再

建指辞として是非とも必要である｡

都市集業を志向しているケース

L 氏 67才 青果物店希望 出芙

蓉 63才

八 女 25才 会社員

長 男 41才 L.d3菜

〝 の婆 37才

〝 の艮Ir, 11才

〝 の二男, 8才

品地5.786坪のうち92%にあたる5.571坪と､山林4,129坪が新任区域内で買収

され,土地代金として4,584万円を受け取った｡

従来は 1町6反ほどの畑で蘇葉をF中心に粘培する専業Ln豪であったが､このLlrz"

収によってそのほとんどが失われた. しかし､その王訓文には51号虹に応じたのでは

なく本人の話によれば､強制収用までもちこもうとしたが､いずれ勝ち目はない
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と､仕方がなく応 じたのであるという｡何度かに分けて買収が完了したのは昭和

43年であった｡

生活再建は直ちに只休化したとはいえないようである｡現在は近在のニュータ

ウン区域外に代替地として蛸大した畑地8反で､長男美好が中心に夜業の集的裁

培を続けているが､そこに至る経過は次のようなものであった｡

昭和43年､良男 (41才)の志向は､営業をするにしても自分は性格的に商売に

向かないから､子ども (長男が11才)にやらせたいというものであった｡業種は

応初空デ店､のち辞果物店へと変わったが､服 り組む態度はやは り消極的であった

ようである｡それは､艮9如こ竜わせるとiit'英希望にしたのは ｢公団からすすめら

れたから｣であり､ ｢もともと商売はやる/;xILがなかった｣のである｡このように

営英へはもともと心の傾いていなかった長タ-3が､今のように'.:iiiIiへはっきり究持

を決めたきっかけは､何といっても1111丁ほどの代替地が買えたことである｡ニュ

ータウン区域外で､ しかも家から近い場所に8反あまりのnJlと2反の山林を昭和

45年購入した｡それも単なる営凸ではなく米や亥は自家消費分だけとし､消費地

に近い地の利をフルに活かした託菜栽培をLJ!約的に行なう､という経営方針を新

たにたてて近郊ぶき業への芯,Tj3的な脱l&がうかがわれるものである｡

生活再建がなぜ営業として具体化することをしなかったという理由はいくつか

あげられるが､この例の場合､特に長男の土地に対する-IJG7孤が他と迎っで営業へ

の志向をおしとどめたように考えられるC従来この豪族は4町渉あまりの土地を

所有していたのだが､その土地はすべて50年l榊こし氏が小作物を自分でLEfい喉 っ

ては0から増やしたものである.財産として払いだものでない､自らIE;い振った

土地という条件の追いがTIT収に対する旗皮の追い生活再建に対する態度の違いと

して､一貫して魂われてきているように思われる｡買収に際しては,都庁､授設

省､hd'3林省まで反対に乗 り込むほどの固執を示す｡一方､ニュータウン区域内に

入るとわかっている土地を先買いして,いくらかの利益をうかすなどの芸の細か

さを示す｡この行鵜をfirくものは土地をi2産とみる意識であ り､資度としての土

地の価値に絶対的な1万朗を寄せるがゆえにE収には固執 し､土地プロ-カ-的振

舞いをし､そして､営業へは遂にIIL3-t志がなく､代替地をひたすら納入しておいて

安心して凸菜に和をtLl.すという経過をたどったのである｡

土地に対する主体性ともいうべきものが､ブローカ-的姑息さを生む一一回であ

- 40-



るのは確かであるが,同時に次のようなL氏の指摘は､そのような主体性なしで

は決して出てこないものであることも確かなのである｡｢他人はたよれない｣

土地を多丑に購入したケース

M 氏 731j i:3英

姿 76才

長 男 47才

〝 のr2iJt 45才

〝 のIi-93 20才

〝 の良女 18才

〝 の二女 16才

〝 の二男 12才

大正の始めから煎出を営み二ュ-タウン計画発表までは､18-20頭の乳牛を飼

育 していた｡M氏の長男 (47才)が近年はその主な仕事を受けついでおり､芯地

は約2haほどを酪出用に使用していた｡当時豪族構成は､M氏夫臥 長男夫婦､

それに孫が4人あり､そのうち長男は将来汚古仏をつぐために､獣医大に在学中で

ある｡ ニュータウン計画には協力的に買収に応 じ代替地をさがし始めた｡

代皆地を求めるに際しては､醗L:与はかなりまとまった土地が必要であること｡

それに､水の使がJ:iくないと酢出用地には使用できないことなどの問温点があっ

たo加えて､当該地区のzT浅発委員会がなかなか前句しなかったこともある｡しか

し､M氏の場合は結周相模原に約4haを求めた訳だが､その他の代議士に知り合

いが有った為に助力を乞いようやく手に入れた次第である.

多摩ニュ-タウンの計軌 こよる土地代金約4,000万円程 (この時は約2ha手離

した)でまかない､それに,酷Bの機械設備も齢えた昭和42年から長男夫婦と孫

2人の4人が転Et'.していって営農を始めた｡その土地のつづきに親戚一家も同時

に移住LEl岩出をしているとのことであった｡相模原においては､現在約40頭の飼

育を行っており､本人は相模原の方が醗よきにlg1しては条件が良いと言っている｡

現在多摩地区には約 2.000坪の技地があり､本人夫軒と孫2人の4人が住んで

いる.要覧地利用は､央体的には計画が立っていない梯子だが､本人の志向として

は､孫に何らかの拙策をもたせてこの地でやっていかせたいとのことであった｡



本人は､酪出を中心に生活再建をIJ'テえ早期に代替地を求め､営業規模の拡大 も

可能になり､現在は問題ないと言っているO杓に､代砂地はその対象になる土地

の値上がり以前であったので､4haというまとまった土地が求められた｡もし､

決断が遅れたなら土地の値上 りのため手雑した土地に見合 う土地の入手も不可能

になったに違いない｡その志味で､ニュ-タウン計画の話と同時に郎Eき続行との

汐とlyTrを押し通したのは矧 桐であったとも言っているO

周囲の人々に関しては次の様に言っている｡出英経':r=着は昭和40年頃からゆきづ

まり､それに､今まで現金収入がなかったところへ大金が入ると言 うので賛成が

多かった様である｡ しかし､その使途として､事業に手を.Liiすのは止めた方が良

い｡百姓はやは り首姓であるから､かたい仕邸をすることが間道いないと思 う｡

しかしながら､ニュータウン計画による土地Bl'収は､かわ りつつあるこの地域

の人々の生活には少なくともそのための一つの契俵になっており､さらにこの地

域はもとから貧しい地域であったので､その-1til:味でも生活環境が向上､或いは都

市生活の利益を享受するようになった志味で恋いことではない｡老人たちはニュ

ータウ/祉設 ｢さまさま｣といっている人もいるといっている｡

早くから書店 ･文具店に取L)組んでいるケース

N 氏 59才 会社見

事 55才 教員

長 女 22Jj 会社員

長 男 13才

出地1,189坪の100%が新任区域内で買収され､土地代金として738万円を受け

】戻った｡

このZ出地はi蛇後､外地から引き跡 ヂてきて関空したものであり､ 4反足らずの

この自作地にいくらかの小作地を加えてそこで就業の栽培を行なっていた.この

出作業には本人が血接従事した｡妻は教員である｡本人は､よき業学校を卒業 して

おり農業そのものは好きであるが,同時に時代の流れに即応し得うるだけの客観

性も持ち合せているように見受けられる｡

昭和41年にニュータウンの把が起る以前にも､ある民聞ディベロ/(-から土地

売却を進められたが､その時は､売る志志が-切なくてそのままになった｡ しか
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し､住宅公団によるニュータウン建設が具体化すると､公団という公権に対抗す

ることの困難さや､いずれはこの土地も開発されるという見通しから､代替地が

値上 りしないうちに早 く売却し､生活再建の方法を考えた方が賢明との判断をし

て､昭和41年12月､かなり早い時州に全部の売却を完了した｡

その後の生活再建のすすめ方は相当に計画的 ･郡極的である｡

まず､八王子と相供原の二ヶ所に代替地をl)牌入し､汗産として碓保する一方就

職した｡そして自分で小売店経営に関する本を読んで様々な英柾を検討し､結局

素人でも閲兵可能なこと.手堅いこと､教員である安のイメージにふさわしいこ

との理由から､書店と文房具店に決定している｡その時期は44年に公田が行なっ

た第一次の講習会より以前であり､その謂習会では､配られたJtンフt/ yトなど

からその選択が最義ではないにしろ誤 りではないとの花信を探めたという｡この

ような他人に先んじた符胸毒性は､例えは喜符習会の閑話符を公団に雲水する意見をた

だひとり述べたという串英がいくぶんの自負も捉えて許否られるのをみてもじゅう

ぷんに伺われる｡

また､勤務のかたわら実際に団地内の壬吉店で兼務の見習いをすることは昭和44

年12月から約 1年半段けられている｡その間に得た ものは確かに多いながら､し

かし､軒店の経営技術の核心は決して教えてくれようとしないfH店の態度にはか

なり批判的である.そのような事情もあってか､公団に対してはEfl地内で書店経

営をしている人文はしようとしている人の交TJfLを､そして町に対しては商業指群

居の硬磁を､それぞれ強 く望んでいる｡

昭和47年の開業を予定してはいるが､そのために必要な資金の1,800万円を代

替地の売却によって確保することができるかどうか､若い店員を雇 うことができ

るかどうかが当面最大の問題である｡BEl築後は､本人及び妻がそれぞれ今の敬を

やめて従事するほか､義姉の手伝いも一応約束してあるという｡

年令の若さを生かしたケース

0 氏 46才 i!T果物希望 拙策

蔀 46才

長 男 16才

二 男 13才
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長 女 10才

母 70才

出地3,856坪の91%にあたる3,503坪と､山林259坪が新住区域内で馴 文され､

土地代金 2,427万円を受け振った｡ この.i川又は敷皮に分けて行なわれ､最初のも

のはかな り早い時期に (唱和41年ごろ)行なわれた｡ しか し､ニュ-タウノ計画

が示されてからいずれ凸業が読けられなくなることを見通し､転業が放初から決

心されていたというわりに､その具体化はス トt/- トではない ｡昭和44年 7月段

階でまだ営業か就搬かが両天秤にかけられていて､公団の市松台帳に ｢心配はか

りで順組みおそし｣とある｡このような協認さに唱和44年8月､公団から決断を

迫られてやっと非子店営業を希望として提tJi､ しかし,それも11月には符栄物店

営業に変更されて､ようやく転業が具体的なものとなっている｡誇果物蹄を叔終

的に選んだ理由は､野菜をそれまで扱っていて手慣れていること､比較的てっと

り早く開業できることなどをあげている｡安の兄で､15年間はどやは り-7!l'果物商

を'.1着んでいた人があり､その人にはあらゆる相談をしていたようであるし､また

八王子の別の青果物商には家族が見習いに行って､実際の摘FLTの手ほどきを受け

たという｡

慎重さのゆえに決断はおそかったが､一旦決断したあとの央体化は早かったと

いえるだろう｡唯挿肘6年 6月5日､団地内のTll貸店討tに自己津金500万円で背果

物商を開業した｡

生酒再建として排出を決めた者には甜政か営業かの選択があるわけであるが､

40代の世帯主で子どもがまだ在学中である場合､豪族全部の生活がひとりにかか

ってくるため､その選択がどうしても柔軟性を欠いてくるのは当然であるOこの

豪族は46才の世帯主､46才の象､16才の長男､13才の次男､10才の長女､70才の

母の6人であって､一家の生計はすべて世帯主によらざるを得ない｡これまでも

自動煎大型車 ･料殊車免刑を利用して年に50日ほど土木工都にIII.ている筋-櫛非

業出家であった｡生活再建にあたって､この特殊技能を生かした就職が考慮され

たかどうかは不明であるが､結果的には年令からくる制約があって就職というこ

とはやめざるを得なかったようである｡

開業にこぎつける過程では公団への不満が様々に出されている｡特に､一般公

非による店舗と生活再掛 こよる店舗の条件の差 (#'.lEi技術,於水力など)を公団
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が一g]考慮 してくれないことの不満が強いB生活再建の対象者は､土地を安く授

供 して根性になっているのであるから､一般公去者と生活再建者とを区別して後

者に11'j'利な-ソディキャップをつけてはしいとしている｡また､生活再栓講習会

には令汗持参か しているが､その内容は今以上のものを柑】持してはいない｡｢結局

はr=j分でしてみなければわからない｣という他の多くの人からIil.た電離かやは り

riflかれる.

転業 を有利 に進 めている者の共通項 と成功事例

〔転業を成功させる条件;

転業を有利に進めている例の共通項を抽出して見ると､次の9点をあげること

ができる｡

1 土地を手離さないこと

Jl'注菜を､本業とすることが不可能になっても ｢土地を手離さず｣ff産として

保有 していること.将来これを琳英用地として使 うか､事業のための資金とし

て現金で保持するよりも､土地としてもっていた方が土地の値上 りのため有利

であり､安心であることが理由といえる｡

2 枚極的にとLJ組むこと

商業等に転業する場合､本人のPfGi-Ill･経歴 もさることながら杭極的に転業を

考えている人がその過振を有利に進めているO特に､今まで出井をfili極的にや

りその地域の リーダー的存在だった人が､転業においてもうまくいっているこ

とが多い｡

3 方針の一貫性

生活再建の方針を-Lrrfして持ちつづけた人が､当然のことであるが版調にい

っているようである｡

4 倍再収集のできる人

周辺環境変化による情勢を客観的に判断できた人であり､例えば､E'蓬莱がも

はやこのままの形態での存続は不可柁であると判IyTrLたり､ニュータウ/開発

は回避できぬことであり､それを逆に怯英等の契機として受けとめた場合はう

まくいっている｡ また､ そういう人には 社会的地位として行政憐J係､ 凸協朋

晩.･tF,-3の高い人が比較的多いと言える｡
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5 ノウハウ取得に努力した人

転業に必要な/ウ-ウ (知識 ･技術)に熱心で､見習い見学に実際にいった

り､或は後継者にそのような努力を果した人々はたいていうまくいっている｡

6 豪族のモラル7ップ

転業は豪族単位で行なわれるため､家族内の志兄が一致しモラル7 ッ7'がな

されたものは順調にいっている｡

7 後継者の教育に勲心な人

転業といっても本格的には二世の代からであり､それには教育が必要とし後

継者たる2世の教育に熱心になることは､転業等を本人-1地代のものでなく永

続させる不可欠な要素としている人もいる｡

8 意識的に公EZl等の施行者から独立 した人

転業等の成功､失敗はやってみなければわからないし､それは本人の努力に

よる｡公団は､転業等の便宜を与えるのであって成功までは見てくれない,と

いうように公団は転業のレールを敷 くのであって.成否は自分のやり方とし意

.7%E的に公団等の生活再建施策主体から独立を早期になし得たものにうまくいっ

ている例が多い｡

9 年令的にも30代.-40代の人

当然のことながら高令者よりも､30-.40代で一家の柱的存在であり､かつ転

業等をやり得る年代の人々が熱Llに計画を遂行している｡

〔成 功 例〕

ここで､このように転英等を有利に展開し､或は成功している場合を他の転業

例からとり上げてみよう｡

1 立地条件を生かした事例

A氏の場合 (46才) -調和而一

･雑 £'i前の良業の状況と出業志識

畑作1Wr3反を耕作､その他に牛を10預飼育しており､豪族4名が出業に

従弧 子弟 2名 (女性)が､外鰍 こ勤めに出ていた｡当時JT生業をいつまでも

続けるつもりであった｡

･転業の動機と経づ岩:内容

所有地の大部分が､IiJi'京都DEJ然公631(深大寺自然公開)に入 り､公共用

- 46-

l1-



地として買収されることになり､ ｢公園｣という立地条件を勘案して ｢そば

店｣と､それに関逃した ｢有料駐車場｣を開業､所有地を生かした ｢7/1-

ト英｣の三つを開くO

<そば店>

EG手R37年 3月開業 有限会社 (30万円)

従 業 者 数 4名 すべて家族従業者

営 業 両 税 31坪

月 間 販 売 徹 30万円

<有料駐車場>

昭和37年 3月開菜 個人鎗ij

従 業 者 そば店の人員を共用

営 英 両 横 240坪

月 間 販 売 額 7万円

<アパー ト>

昭和42年 8月開業 個人経営

営 業 両 税 70坪

豪iil収入 (月間) 11万円

なお､A氏の場合､凸地を4反 (植木をしている) および宅地として500
坪を現在所有している｡

A氏の成功の条件としては､多角経･iEJもさることながら､立地条件を生か

したこと｡転業した菜種が比較的労働力が少なくて済む共成であること｡そ

のための労助力を家族内で確保できたことが上げられよう｡

この他に､立地条件を生かした事例としてiiガソリンスタンド経営の場合

が数多くある.そのIX柾選定の理由としては､次のような理由が一般的であ

る｡

｢通行丑の多い道路に両しているところに所有地を持っている｡｣(S氏､

国分寺市 30才)

｢交差点の角地を所有している｡｣ (W氏,三僻市 34才)

2 将来性に着日した事例

B氏の場合 (37才) 一三腰市-
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離出前の凸菜の状況とお菜造詣

畑作中心で､2IErrl反の畑地を持っており,その他に水田1反5畝､宅地

(貸地)が1,0(泊坪所有していた｡bdB菜では､なかなか生計を立てることが

困難とな り､周辺が宅地化 し生活環境が都市化 してきたので､都市的な生活

を送る方が良いと考え出業をやめる決心をする｡

転業の軌隙と経営内容

住宅公団の三億台団地の建設時に一部Tl'収され､それを契機に ｢自動車敦

F.)_4場｣と ｢ゴルフ緋習所｣を始めるO

<自助車教習所>

昭和34年10月l絹業 株式会社 (汗本金4,000万円)

従 業 者 数 65名 (うち､常用従某者55名)

業 畦 選定 の理由 土地を維持しながら採罪のあうもの､将来性のある

もの､の二息から菜柾を選だが､当初の予想以上に

伸びが大きい.

営 業 面 も1 4,500坪

<ゴルフ練習場>

昭和39年10月開業 個人経営 (投於徽2.000万円)

従 業 者 数 9名 (うち常用従謂者 6名)

黙 従 選 定 のFJ油 土地を手離さずに､しかも分割 しないで､そのまま

利用できるし,ゴルフの将来性に託.臥

'Er 業 両 も■1 4,000坪

営 業 収 入 月儲100万円

現在の土地所有は､出地として6反､宅地としてゴルフ幼 4,(伽 坪､宅地

2.300坪を所有している｡

B氏の場合は生活行動の変化にうまく合 った英柾を選定 したことが成功の

ための要素と言えるだろう｡それに土地を分'Ll.qJLないで利用していることに

兼日する価値があろう｡

C氏の場合 (37才) 一府中市-

伝来の動機と経営内容

周周がひらけて7ノ1- ト群ができたので触全な娯楽施設をつくればよいと
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考え ｢つり堀｣を始める｡

<つり堀>

唱和42年 5月開業 個人経常

従 業 者 数 3名 (家族従業者だけ)

.泣･;. 薬 価 も■1 2,100坪 (土地をそのまま利用できるので良い)

設備投Yf 約1,500万円

同氏は今後､貸店舗をやりたいと考えている｡

3 市場性をうまく分析した事例

T氏の場合 (63才) -府中市-

･離出前のお菜の状況とお菜志誠

水Ef11町3反､畑 7反､山林若干および荘孤13,000羽と､かなり大規模な

ぶ浅業経営を行っていた｡ しかし､用辺が急速に住宅地として開発されるよう

になり､住宅地から流れる汚水のため水田の地田が恐くなる一方であったの

で､そのうちにE珪業を継続していくことは国雄になるだろうと考えていた｡

･幸云英の勅陵と経営I～容

昭和36年2月 ｢R｣という名のl奥茶店を開いたが､人手不足のため間もな

く閉店する｡その綾自動車修理工場 ｢K自動車修理工場｣を開設｡

<K自動車修理工切の内容>

唱和41年 3月開業 株式会社 (汗本金1,000万円)

従 業 者 数 18名 (うら､豪族従業者 3名､常用従業者15名)

づi･: 業 内 容 当初,自利車修理業だけを行っていたが､この仕事

には陸遊局による料金基畔があり､劉のいい事業で

はなかった｡そこでクL/- ン組立費輔塗装などの関

連業務と､そして東芝府中工場､富士重工などの下

請となった｡

薬 種 選 定 (I) モータ-リゼイシ｡ンが進み､周辺の住宅や出

家の車の所有が多く､従って詫言要も多いだろうと

考えたこと｡

(a) 名誉職 (市会議員等)を持っているので､ある

程度人にまかせられるものであること｡
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営 業 両 税 584坪

営 業 収 入 月額1,000万円

<アイスクリーム販売およびフルーツパーラーの内容>

昭和43年 2月開業 アイスクリーム販売およびフルーツパーラーをK日

勤車の事業部門として経営｡

1'iE 業 者 数 12名 (女性のみ､ 2部交替制)

業 柾 選 定 の理由 モーターリゼイションの普及で､ 外 食 をする概会

や､また噌好品の箭要が増大すると考えた0

I(oF三 業 両 税 駅前の立地条件のよいところを選んで出店するよう

にし,現在､京王線の申河原､分倍河原両駅前に出

店｡

両店で200坪

営 業 収 入 月弧50万円

なお土地はほとんど手郁しておらず､そのまま残 している｡
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洋光台地区宅地開発事業の場合

洋光台地区の宅地朗発番茶は､横浜市の南部に泣近し､国鉄横浜駅から南々西

に約10Azのところです｡旧土地利用の状況は､山林46%､畑28%､水田11%､公

非用地8%､宅地3%.その他 3%という構成であり､住宅は約200戸ありまし

たO地lg_内は株だ石20m～887nの起伏の多い丘陵地帯で､地TTは3m ～5ナnまでが

FZ-ム屑､51n～20mまでが軟IrjiのIL3岩でありました｡

地区内のうち約207haを日本住宅公団が昭和41年から46年までの間に土地区画

整理事業を行いました｡減少事は公火減歩1406%､ 保留地減少21.67% の合計

3573%です. 公田施行区域内には南北に都市計画街路 (幅員20ut) と国鉄京択

刃ミ北組が通っており､昭和48年4月には,洋光台-大船が閑適しています.

現在の土地利用は､4近隣住区に分け､中央;11的こほ､行政センターとショッビ

ングセンターを配正し､各近隣住区には､小学校 1校､ 2近隣住区に中学校 1校

があります｡人FI密度は､1ha当り160人で合計33,000人を想定した施設です｡

JJ主合住宅用地は､52,000ITI2-81,500"i2の大きな街区とし､分派宅地と一般民有地

については､ 1区画を330〝tで1街区を6,500,nZとしています｡近隣公閲を3ヶ

所､中央公園1ヶ所､児童公BiF8ヶ所があります｡下水道は､分流式です｡公団

が換地64haと保留地40haを坂得し､公団住宅は,rT貸住宅3,076戸､ 分譲住宅

1,493戸､計4,569戸です｡

当地区の出家の現状としては､当初25戸の出家のうち出菜を継続しているのは

3戸であり､野菜を専門に作り､自宅前で即売方式をとっています｡転菜は,22

戸で､内訳は会社員､錦行守衛､大工､植木職､学校用務員等です｡



高蔵寺 ニュータウンの場合

高蔵寺ニュ-タウンは､名古屋市の北東20knz､中央線の沿線春日井市の丘陵也

に日本住宅公EE]が昭和36年から計画し､姓設中のニュータTl/ンであります｡計画

人口は85.000人､而fJ'1700haで､公団住宅は15,000戸を計画し､唱和46年5月ま

でに4,696戸を完成しました｡

開発方式としては､区画姓埋方式をとっています｡そのiIl休的手段として

1 用地Tl'収は各人とも持分の2分の1を原則とする｡

2 減歩率は､公共用地を30%､保J田地を20%の合計50%とする｡

3 推理後の換地は､従TTLJの勘所にこだわらず､飛換地を原則とする｡

すなわち各人とも､区画整理前に所布していた2分の1の土地売却代金と､4

分の1の土地が手許に残っているわけであります｡特にこの地区には､ぷ3地が7

% (水田35%) で､それも収fnt性の低いものであり､他は山林､原野であった

ので､そのため生活には､大して影響を及ぼさなかったと思われます｡また区画

生理方式のため､生活再紐の義務も存在しないとのことでありました｡

しかしながら､ニュータウン内の施設への入居に際しては春El井市民に優先椛

を与えており,生活再建的なIILjT:味を持っていると考えられます｡現在公団の商業

施設としては､スーパ-マ-ケッtLが2店､商店が50店閑菜しています｡このほ

か民有地に店舗が50店前後建設されていますが､一般には､民有地上の住宅等の

独設は少なく､総計281戸です.これは 1つには高磁寺の泣芯よりも名古屋より

に開発可liyJ:土地がかなり残っているため､一戸建てをニュータウン内に求める

人が現在のところ少ない点､及び土地所有者がそれを考慮した上で資産として所

有している点からでしょう｡

｢多雌ニュータウン生活和雄対抗調査研究｣日本住riE公団硝多摩併発lFT]発行より
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Vセンター地区のはなし



センター地区のはなし

港北ニュータウ/にはセンター地区が計画されていることは､地元説明会に出

席 しておいでの方は既にと承知のことと思います｡

ここには､市営高速鉄道3号線が横浜の中心から新横浜駅を経て､また4号紙

もセンター地区に来 り入れる予定となっていますQ一方道路網も交通体系もセン

メ-地区が育成されるように計画されています.

このように外部との交通に想まれたニュータウンのセンター地区は横浜市北部

の中心として､関内伊勢佐木町､横浜駅西口周辺に近いような街づくりを目指し

ており､文化的な施設及びその他の公弗公益的施設の配置を予定 しております｡

ここではニュータウンとして先王IllJ.にあたる大阪府の千里ニュータウンがどうな

っているかを紹介して､皆様の今後のセ/タ一地区づくりの参考にしていただき

たいと思います｡

大阪府千里ニュータウン

千里ニュータウ/は､大阪府北部の豊中市-吹田市にまたがる約1,160haの地

域を大阪府が ｢一同地の住宅経営事業｣と ｢新住宅市街地開発事業｣による全面

買収方式で施行した人口15万人の新住宅都市で､地区の西側は1970年日本万国博

覧会の会場として多くの皆さんに知られています｡また地区の中火を中国縦貫自

軌車ii5:が東西にfTLき､また､大阪の中心

から梅田､新大阪を経て2本の鉄道が通

じているたいへん使利な場所です｡

千里ニュータウンのセンター

それでは千里ニュータウンのセソダー

はどうなっているのでしょうか｡港北ニ

ュータウンのセンターは､ 中心 セ ンタ

ー､地区セ/ダー､近隣センターの3段

階構成になっていますが､ここでは､地

区センター､近隣センターの2段階隅成

で中心となるセノダーを中央地区センタ
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-が兼ねています｡

1 〔地区セ/クー〕

地r/.センターは近隣センター的機能も

持ち､地区住民全体の日常生活の中心と

な･Tて近隣セ/ダーでは得られない各f･_Ti

の都市サービス施盲没が配置 され て いま

す｡

即ち鉄道駅を中心にして商業施設､教

衣娯楽施設､業務施.没､各組公共サービ

ス鳳来Iが一体となって簸中的に配粧され

ています｡

また､地区センターは鉄道駅によって

外部と結ばれる活発なオ-71/コミュニ

ティとして他の地域からの利用も考えて

おり､また､地区全体の,(スル- トの起点になっています｡

千里ニューダウ/は3つの地区に分かれコミュニティ計画の段階構成に応じ各

々の中心として中央地rg.センタへ 北地区センタへ 南地区センターがおかれて

います｡

地区セソクー相互の緋成は､地区センターがそれぞれ独立した楼椛をもつうえ

に､それぞれの個性をもたせ全体としての調和を図ると同時にニューダウソの文

化的性格の帳を大きくするとの考えに基づき計画されています｡それでは3つの

地区センターかどうなっているのか一つずつ見てみましょう｡

1) 中央地区センター このセンターは周辺の四つの住区セソダーとして計

画されており鹿椀も大きく､施設密度も高く､そのうえ大阪府北部の副都心とし

ての横倍も加わり都心的罪四菜の花いセソタ-となっています｡

敷地両掛 ま約28haで,センタ-地区の中を2本の幹線退路が交差し､ここを四

つのプpックに分けています｡

(1沖 火プ.,I,ク このうら中央ブロックが全休の巾心術になってお り､また

南北に走る幹線街路に平行して駅がありここを中心に南北約 300′11の問に200の

専門店街がならんでお I)､さらにこれをまたぐべデス トリ7ソデ ,牛が二つの百
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■

1

.

.

貨店をつないでいます｡これらの商業施
I

設を中心にして.まわりにはセンタービ

ル､公会堂､文化会館などいわゆるシビ

ノクセンタ-群かあり娯 楽 セ ンターや

8,000台が駐車てきる駐車助も配記され

ています｡

(A)rikプT=ック ここにはニ3.-タウ

ン-の訪問客やビジネスマンのためのエ

コノミカルホテルがあります｡このブロ

ックとヰl央ブロックに接し公園があり市

民の憩いの場となっていますO

(3〉西ブロック この-料 ま副都心討

画で殺人されたオフィスビル街で35,000

人のビジネスマンの街になっています.

また､一角には地域冷暖房を実現したエネルギ-プラントかあり冷房17,000RT､

暖房 5,500万Kcal/11のliE力で地区内を縦横に走る共同溝を経て冷温水を各建物

に送っています｡

(4)南プロyク ここには ドライブインなどの交通施設が配置されていますC

これらIq｡つのプロyクは歩行者専用道路で結ばれ少車分離の原則が実現されて

います｡なお､中央地区センターの配位図と計画規模表か掲げてありますので参

.Ll訳して下さい0

2) 北地区センタ- このセソダーは 3つの住民を対象とした千里ニェータ

ウンの中でlE鼓も規模の小さいセンターですO

阪急'-tL;鉄千里組の終点北千埋駅の駅前の交通広場のまわりには､鉄道施設商店

街､センタービル､オフィスビル､従業員住宅､パス､タクシーのターミナル､

駐車場などがありますOこの周辺は山の手のような稀境をもたせるところから広

場をもった緑の多い憩いのセンターとしての計画方針に従い､交通広場を中央に

建物も低層でまとめ地形を利用して土地と建物か一休となって設計されており､

建物の屋上の一部に木を植えるなど緑地として全体に樹木を多くし､ くつろぎを

感じさせる明るいセソjl-を目指しています0
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3) 南地区センター ･ このセ

ンターは)'掟も規模が大きくIigつの

住区を対象にしています｡敷地か

平坦でβrljJ女的な環境にあって他地

rlセンターに対 して下町的好開先

をもつものとして映画館や劇場を

含めた商業娯楽的色彩の強いセ.ソ

ターとして計画されました｡

主な施掛 ま､r坂急千里細雨千里

駅を中心として鉄道施設商店街､

映画館､劇場､センタービル､病

院､バス､タクシーのターミナル

業務施設､従業員宿舎などがあり

ます｡

2 〔サービス施設センター〕

千里二ュ-タウンのような大規

模な町には従来の団地などにはな

い特殊な施設を必要とします｡す

なわち給食工場やJ'/リーニング工
場などの工場施設､家屋維持のた

めの各Gli修理店舗､バス､タクシ

ーなどの重雄､愈侍､運送業や電

報 ･'L'話局,都市ガスの供給所､

変屯所など公共的都市サービス施

設などです｡

これら住.宅地の中に置くことの

ふさわしくないものを住宅地か ら

離れた交通の便利な場所にLR申さ

せることにより.環境をそこなわ

ず住宅都市の概ffEを高めるために

中央地区センター計画規模表 (.i)

lJq 容 両 校

; ､l÷18,8008,300

lil火プ I

】コ 13,00E 25,000

p/ 交 通 施 設 64,5WJ 67.700

ク カソリンスタン ト 1.ⅨX)25一7001 60J
14,500

7,0001

15'400l 7,700
リ ザ ー ブ用 地 L 16,8CO

1 小 話l 137,(X氾 196.7

30,00

[,卜 -:.-I 25,7CO 30.

西プロI/クl辞 林 所冷暖LJ1-プ ラソ ト 79,3004,00018,200 215,OCO13,3(X)

l小 -m -1101,5001 228J300

T寸J-ブI//ク ド ラ イ ブ イ ン近 FLi 敷 …壬…≡～
l′ト 計 22,2(X)
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1) 中央サ-ビスセ/メ-- ･電報.'Tii謡局､普通郵便局､T71力会社営業所を

は じめ自動車鯵理工場､運送業､百貨l吉配送所,バス重任などが設けられていま

す｡また,住宅の維持管理に必要な工務店､ガラス､畳､吏巨只などメイ./テナノ

スシコy7'が配Lt正されています｡

2) 東サービスセソタ- ガス供給所と変電所などEI常生活上TEtは利用され

ることのない施設がTjl-かれています｡

3 し商業施設からみたセンタ- (地区センター､近隣セ1/クー)〕

次に商業施設に'fl止血をおいてセンjl-をみるとどうなっているのでしょうか｡

商菜施設の構成は､住区に対応した段r捌 lY減 によっており都市中心一地区中心

一住区中心という系統で整理されていますB

そして各施設系統のうち立地条件を同じくするものは駐中的に配粧し､居住者

の日常生活に不便のないようにすると同時にそれぞれの利用効率を高めようとし

ています｡

即ち日常の近隣的詫言要に応じてサ-ビスエリ7の狭いものと利用顕度が低 くサ

ービスエリアの広いものに分けて､それぞれ近隣センター､地区センターという

妹団施設地区を構成するよう計画されています｡

① 地区センター 今まで説明してきた地区セ/メ-には､塊状の大きいス

ーパーマーケ ット､その他近隣センターでは得られない衣料､文化製晶の専

門店､高級飲食店､各磁都市的サービス借の他､映画館､ポーリ./ク'場等の

娯楽施設あるいはオフィスビル等の業務施設が配置されています｡

② 近隣センター ･近隣セ./クーは地区内に19カ所あり､ここには生鮮食掠

品を主体とするマーケ ット､日常雑貨等を扱 う小売店訓､飲食喫茶､あるい

は美容､理容､公衆浴場などのサービス店輔を配し､特に住区内のシ,ツビ

ングセンター的色彩を強く打出そうとするもので､市場､スー/(-マ-ケ ,

ト､店舗をセソクーの核として構成し他に郵便局､巡査派出所､公衆浴場､

媒会所､管理雑務所などの公兆的施設が配置されます｡ここでも賊買客のた

めの歩行者専用路と商業,器材搬入用のサービス路とを分離して商店街とし

ての芳田Li(rtと環境の古転得が心がけられています｡

以上､ニュータウンのセンターの一例として千里ニュータウンのセンターの概
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頁をお話ししまt七｡
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参考1

港北 ニュータウン公団開発

地区土地区画整理事業施行

規程 (抄)･事業計画 (抄)等



港北ニュータウン公団開発地区

土地区画整理事業施行規程(抄)･

事業計画 (抄)等について

ここでは､港北ニュ- タ ウ ン計画のうち日本住宅公B]が施行する地区について

の土地区画整理事業の施行規程と事業計画について述べてみましょう｡

なお､内容については日本住宅公団が発行したものから転載いたしました｡



施 行 規 程 (抄)

土地区画軽理事菜は､建設大臣の認可を受けた挙行規程及び731喋 計画に韮づい

て進められてゆくわけですが､R休日勺な迎･.追,;方法等を定めたものが ｢施行規程｣

ですQ

施行規程に記収すへき内容については､土地区画整理法及びE]本(]:宅公団法に

定められていますが､その実rfl的な概要は次のようなものです.

1 土地区画整理審議会に関する事項

審議会は､換地計画に関する事項や仮換地の指定といった丑要な内容について､

施行者に対して-Ict且を述べる機関で､その役割は大変重要であるといえます｡

委員は

(11 選挙によって所有権者及ひ借地権者から選出する委員 24名 (第 1､第

2地区嶺に)

(a) 公団が選任する学識経奴を有する委員 6名 (第 1､第2地区梅に)

の30名で､任期は5年ですO

(1)I)選挙によって選出する委員は､院帥者のうちから選挙するものとし､立候

補者は宅地 (公共用以外の土地)の所有者又は借地権者であること｡また(巾の委

員に欠員を生じた時に祁i充するために予備委月を放きます｡

2 評価に関する事項

土地区画整理によって新しい道路や施設が作られ､土地は夫々形､位芯等が変

わり,検地となって生まれ変わることになるのですが､この施行前後の土地等の

評価は評価局の古見を聞いて定めますD

()) 評価点の定数は7孝一(第 1､第2地区勧 こ)

(a) 評価点は､土地 ･建物等の評佃沖こついて経験を有する者を土地区画生理等

議会の同芯を得て選任する

3 換地の基準となる地積に関する事項

換地の基礎となる従前の宅地の地税 (基畔地hli)の決定は､ZiF某計画の認可公

告の日とし､原則として､この日までに地租i汀正されている土地については､こ
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す｡

4 換地及び保留地に関する事項

().1 換地については､審議会に治って公団が決定する

(a) 保IIvl)地については､審議会の同志を得て定める (法9613)

(3) 換地処分にあたっての換地計画は､鼻従既に供する

5 清算金に関する事項

(]) 消'-,FT.金は､権利評仰】領と換地評価緬との問に差が生じた場合に徴収または

交付を行う

(a) 清界金の徹か10万円を越えるときは､分'.F.rlJ徴収することができる

(3) 分′別徴収の期限は､次のとおりとする

イ テi!i罪金の徹が20万円までのとき 1年

日 清Jp,FI-金の鎖が30万円までのとき 2年

ノ､消3,耳金の徹が40万円までのとき 3年

二 消罪金の徹か50万円までのとき -4年

ホ 消罪金の機が50万円を越えるとき 5年

1411消界金を分割する場合は年 6%の割合で利子を付する

6 そ の 他

(j)地区内に椎利を有する者が住所､氏名,椎利等を変更したときは､ただち

に公団に届出る

(a) この事菜にかかる公告は､神奈川県公報及び公団の開発事務所に掲げる

(3) この規程は､建設大臣の認可公告の日から施行する

(汰)文中 (法〇〇一〇)とあるのは､土地区画整理泣00粂-○を参照Fのこと｡



土 地 区 画 を 理 書 抜 会 委 且 遺 筆 一 覧 表
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事 業 計 画 (抄)

〔横浜北部新都市第-地区土地区画整理事業〕

1 土地区画整理事業の名称等

(1) 土地l云二幽盟理事英の名称

榔rrtL国際捲都建設事業横折北部新都市第一地lZL土地区画盤33J!召し業

(a) 施行者の名称

日本住宅公団

2 施行地区

(j) 施行地区のflJ/-.llill'

別図のとお り

(2) 施Jfl.地区のlZi城

地 L.i 約546711a

都Ih計由 土地L墨岨悠埋事業は城決定 Ih'-_ill144･5 114

土地区I如l軽埋事業事業決定 rl糾n44･5I14

Fヨ本TiI宅公Etl科目′t 昭和44･6･ll

施'rT地l2Sに含まれる土地の名称は､神奈川it.ui711別 17朗 ヒla山Llー旧州 ､北山

Elltlll.南山田111(.大輔川(､牛久似叫､Lil川HT､すみれが丘_の各-.tlili

3 設計の概要

(11 土地利用の艶1)i

本地l¥.の土地利用の現1)かよ次のとおり

■｣棚 "干上 -utA= " 宅 地

約34% L 約42% 約9%l約7%
なお地区内に約 2,400棟の家屋が撒在しているo

(2) 二ヒ地利用計申111

木地r貢の土地利用r許PHの概要は次のとおり
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地 相 (汀L2) 巨 L.,Llイ†(%) I l･F.I. =J,

甘 招

伏 山 地 6L9,OCH)

(3) 人Lj‖hnE

l仲人口 約92,000人

人 LJI.*;度 約170/ha

.,l仙人Flの:i;rtltl益TBは次のとお り｡

帥 ,jり 卜

一戸あた り

(TIL2)

JJ主1_T住｢L川地 720,(氾0
分 また宅 仙 川地 312,630

公(益IptJJ施設用地 736.0(刀

日: イl 地 2,183,577

.日 3,952,207

65 11,080

260 1,2(XI

380

10,360

23,020

-j=tあた り
人 目 人 目(人)l(人)

~叫
叫

4｡｡
ー

叫

叫

L

(4･) 街 u'J

3本の都 IFJ'討TdLl退路を帥悼とし､このほか締Xjは 丁路を適宜批['比し自動車交

通のサービスにあてる｡なお非行者の安全を稚供するため､歩行者lL]用道路

を設ける.

これらの放資は次のとおりO

官頼 11･tqT LJ) 志 m'{/u Al<mTl.岩､私印 fl- - 軸 巨 可

l11--

別1仝'いLXt



_ ∴ ~~ = - - -

3 39 1 _28 737._ _竺 塑 竺竺 聖 竺 二竺 1025111)

攻J))･北山El1線) 22 I 9211 19,440!22m(30-725-15-725-30)
別途Ilt黙

.L左 .竺ー_聖 一生 L IOG fi 272㌢･1.5;温 oL70~35'

･ 20L _382 R '-3 6.bii5_{T ｣

担_ 0 18 4･342 79,760,178;(15･;55品 5~575-25)は梁2個所

l " 14 1,338 19,070.174n;(-!5;1品 5)

㌃ ｢ 3,LO2｢ 3& 30官禁 St;9g品妄打 Lは論 議

路
〟

ド .▲1
少

ノH

S=

小
川

道

路

旅

9 17･90L 168･680,-9,=(持 論 5)

75･ 7,237 56,020775;(i5;6S.Yi)装

6 51.393 329,2407ス-Jソ.I,ln米

45: 4･5511 22･470 "

4 292 10,880 "

少1Tj;-'I川l道抑 15

〟

〟

一
〟

聖 734･780

944 13･730.7スコ/吉- 描耶 鎧ia2-

肯 慧 〝 〝 L'6p
6,097 77.640 〝 〝 3 〝

0 6 2.2L6 12,850 /̂

･ l 3117r596 37i T7スコソ吉相

51,9021 2,850nLイlSIIi･lLき

蔓

計

1

虹

.

I

-

｢芋

ノ
.
E

27,955 198,410

6,CHX)Pァスコソ吉悩 ､ifliLa榊等

8,000F 〝
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なお､幅員18m以 Lの区幽街路および幅員 6m以上のZVrlA-者専 用 道 路に

は､i跳布樹ならびに街路灯を設iE土する十定であるO

(5) 公Eおい緑地

近隣公開､児童公関､払A地は誘致拒肌 白然地形､樹木等を利 運､してPl-hl辻

するO

その朋:要は次のとおりQ

(6111JI 水

排水方式は分流式とする｡

雨水jjl/k施設は､地区州こ甘邦およびljH窮を和子設し､早淵川および有鴨川

にそれぞれJJk流するO

汚水ijl水施設は､計田fL処Fi!人口約92,000人とし､地区州こイ日.彼LするTlJ71く′F'1.

より地区外の山rll蹄綿､元石川斬三J刈咋紬および新羽ポノブ場を経てTLt北 lこ▲/k

処理機へ蛸く｡

(7) 水 迫

計画給水人[=1約92,000人とし､横7土日h常水迫の配水池より､地Lさ全域に給

水する｡

(SI ガスおよび電気工作物

東京ガス株式会社および東方l'電力株式会社が施行するo

(9) 公狼的施設用地

公弘的施設用地の概要は次のとお り0
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小 17- 校 〝 I 13 約151

1･ 学 校 〝 I 6 約116

Tt:J等 ･11,:校 〝 約110

1uミ介 iM fJ,,弟 川 可 6 日 勺120
.7l 約523

l沈設のtLlt工1/卜学校を含む

離 … :;≡ 芸 こ工 : 】 ;:

消rUJ2hLLll弓かrr.郵似FTrl)で;㌔

Tit P 約213

なお､建 物姐 削iFrx_叶 悠理事業外であ るO

(101 減歩率討辞表

(11】 保frJ/地の予定地もri

(B) fc)-(B)-帆) (D)

102,55,-lg2Pl.r256,89調 154,33謀

(ゆ IQT-(吾)

2g箪 657霊 】27374,遥 619,議 】 26クモ



4 事業施行期間

事業施行州脚 ま､昭和 年 月 日 (事業認可の日)よりIE柵 161年3)｣31

日までとするoただし後｣′5ヶ年はテl'仰 )yJ関とする0

5 資金計画青

木事業に要するZl3:菜ゴ1･および年度'.･L.LLJは次のとおりQ

((1'Ll'LI TPJl)

■x 分 金 柑 H,41 48 49 1 50 】 51 F 52 t 53 5L1 1 55

岩-TIT-酎】85･663366･9.2｡･574p7855p366心5･gl車 中 0品 ,3261 4,550,"ll料 844
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〔横浜北部新都市第二地区土地区画整理事業〕

1 土地区画整理事業の名称等

(1) 土地r貢所轄理事業の名称

横丁,n,帆;祭港邪,埋設事業横7穴北部新都市頂等二地rK土地Ix帥*.Jf理事業

(2) 施行者の字,称

Il小目宅公印

2 施行地区

(1) 施行地l頁のflLIIFll.■

別間のとお りD

(2) 施h地lXのFx故

地 も'i 約768811EI

都市計軸 約-･地IxとI'TjLl(63ページ参,Llくそ)

施行地区に命まれる土地の名称は､7lLJ奈川ilnlTITff{rFl港北区大棚川(､絹LHr‡1

111T､井ケ崎MJ､′析竜LLHllJ､燐脚】1J､新羽Elllの各-7祁および神奈川IF.主機TrG市お菜

E2S.大T･:E叫､析木川[､山方叫､池辺IllT､川柳lり､1才.Lr.戸tlTJ､在任=町の1十一批

3 設計の概要

(1) 土地利用の現llこ

本地Ixの土地刺flJの親況は次のとお り.

T.lr 州林原yr 別 ノJ( H
也のそIj

なお､地rx一州 こ約 1,200線の射j壬か徹すTしているo

LZ) 土地利用計仙

本地Ixの上地利川計TLIILの概賓は次のとお りO



(3) 人r:I--;11両

JzJl軸人口 約128,000̂

人 [:[密度 約170人/ha

T獅 IiL人 口の',rLll',2.rs礎は次のとお L)O

桃 別 .… ｡mz高 似 品 戸 数(戸'廿 あた-9. 人 rl(人)(ff～) (人)

(41) 従J 路

6本の都市計PlI;ij:路を′i]怖とし､ このほか蹄紙街路を過B'lWEL･jlL自軌車交

通のサービスにあてるOなお歩/n･者の安全を榊_傑するため､少子丁者耳用道路

を設ける.

これ らの概要は次のとお り.





少

汁i;I
;
E
心
.淋

量 古 2T完 斗 - -2,723】63,160L7スコ/-､凪耶一俵道6ヶ所
･ ~~~1015･852: 57,690一 二 ~~ 〝｢ O-57

÷

広l禦

9 _E3,53BT _7_5･禦. 〝

6 】 4.2931 31,180F " 〝

13,718I 47･6301アスコンW-1/旨

･ 15日 235. 3,360桓吉Eli狐

計 l 32･342.278,220.
那 .:; f5,000;7スコソ脚,榊胴
郡 2 -[,; 16.∝沿
節 3 71 6,00)

jI"i.

/ゝ
･1 1

なお､陥良16m以 卜の区画街路および幅員6m以 卜の非行者 _7LJfFl氾 指に

は､街路樹ならびに街路灯を語間する予定である｡

(5)公開 ･緑地

控合公凶､近隣公榊､児童公関紺地は誘致距離､自然地形､樹木 芽̂を号赦

して配位するo

その概要は次のとおり｡

H I wx両 ~涌雨り-'lFii:I,1"H lhi21 悠 一･… 慨 -AT l

結 合 公 【凋 1 182,lou 182,100l伯叔､遊歩臥 広軌 逝搬施設等.紺

14･7C0-70･400 302･500:棚 ､遊脚 ､広喝･朋 t/yも設叩 13

児lTi公l詞 37
紺 地 3

汁

(6)排 水

1,200- 3.800】 60,700 抽机 ,垣戯施設巧､設G,.i

16,530--30,LI60 67,560他殺,遊歩路等設['毘

L 612.860



排水方式は分流式とする｡

雨水ljl水施.没は地【真二内にqL;･iElを1IlA設し､IP淵川､大熊川および碗見)1日こそ

れぞれ放Litする｡

幣より地区外のJ亡石川新羽幹線､雌田仲紙,および耕fJ/Jポ/71助を経て､TjLと

北下水処理場へ､-棚はIhケl剖 乍紙を経て最長下/K処理場へjq-く｡

川 水 道

計何給水人 rl約128,000人とし､AYL仙1J',;<'/KjJIのr'lL:-/トこ池より地Ix令域に給

水するQ

(8) ガスおよび'TL(iud.作物

第-地Ixと回L:(66べ-ジ参り.ti.)

(9) 公益的施.mfl地

公益的施.没JTl地の概要は次のとおり｡

rz

l勺 .-N 致 ;lt iTilfl'i(l旧) は 敦

幼 稚 E稲 川 地 1LI i:'J28

小 学 校 14 〝173

;::悪 霊 : ｢ 73 - 霊 ~
特 殊 /H Jj 〝 E l 〝 11 .

仏 令 辿 軌ljl 〝 7 1 〝138 1

汁 〝591

行 松 柏 ･lL JH 地 I 〟 12 I 7F'u'2!.LIZ.13rl所､郷射撃 一 .
lSIX 帖 .設 〝 u 62

A;'d その他公益的 施.;.1n L
等地J r - [

0344 促了ILl.rl､"多旅所で

TI E q418

/･ Hl 〝1α)9

なお､組物挫[7T&はZx両憶理事英外であるB

(10) 減歩巧言計'汀R
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(A) 1 (B)

公

班

言
75

㌦
978836

dl) 保1酌 也の予定地も'i

;n;L 7坐 l
ITiEl･836華538･gait

u) I (B) i(C)-03)~伽 D)

145,08準 2,16準 7,079rlSon5｢甲 頂中 西 7司 75
4 事業施行期間

第-地区と同 じ (68ぺ-ジ参JをTJi)

5 資金計画菩

区 分恒離 48 F49

(LIiィ､■I T円)

50 】 51 回 53 1547 55

D･16E760･676岳3･324･233】5,382･6077,730･15- 97車 14,639恒 15,655･736ト .2"97:



｢



工 事 手 順

1 工事の種類

工事を大別すると､次のような項目に分けられる,

(1) 無地工Zj‡ (a) 排水_工.事

(3)上下水道1-.都 (4) ガス工事

(5J h削!蓬工琳 (退路) (6) Erlj装工事 (Jjlu/A)

(7) 公戯けか也:l二番 (8) 一.はJtxL工か

2 工事の順序

工事の順序は､次のともりです｡



参考2

土地区画整理のはなし



土 地 区 画 整 理 の は な し

日本住宅公団が施行者である場合の土地区画整理の業務の流れについては､別

表の公B]施行土地区画整理事案の手続のとおりです｡

ここでは､①縦覧 ②土地区画整理審議会委員選挙 ③権利申告 ④建築行為

等の制限 ⑤評nilaの選任 ⑥街区碓定測HLi ⑦換地設計 ⑧仮換地の指定 ⑨

換地計画の作成 ⑬換地処分の順で帆乱してみました｡

この解説にいう ｢宅地｣とは､公非用地以外の土地､すなわら一般にいう宅地

はもちろんのこと､山林､ガ.!地､原野等を含みます｡

① 縦 覧

今後 ｢縦覧｣の公告が官幸臥 児公報､Th一組によってそれぞれの目的のため公告

されますが､この場合の ｢宗だ竺邑｣は､地権者が事業計画の施行区域に各自の土地

のどの笠が含まれるか､事菜施行に伴って附近の街区はどのようになり､道路､

公国､その他の公共施設はどう整備改善されるのか､事業の糊糊や非業掛 まどの

ようになっているのか等を知ることができるわけです｡

施行規程には､本業の範四や土地区画整理番.議会に関する訴項､換地､保留地､

従前の宅地地緋の定め方や消界金について等を定めてあります｡

この施行規程とIZP業計匝けこついて､切所と対偶 を定めて2週間公衆の示従覧を行

ないますoこれについて芯兄のある利′讃'L対係者 (当該土地区画姓PJi:jl菜に関係の

ある土地､若しくはその土地に定苅する物件､叉は当該土地r:硬1地理事業に傑Jl系

のある水面について権利を有する者)は､縦覧終了後 27那覇以内にJl.ミ知事に意見

?.i:-を提出し､公正な第三者横関である都市計画地方審議会の審査をうけます｡

② 土地区画整理審議会委員選挙

事業認可が大臣によって公告されますと､事業ごとに施行者の諮問任侠は して

土地区画整理審議会を鑑かねばなりません｡

これは個人及び組合が施行者となって行なう場合と異なり､施行者と各地権者

との間に直接的なrXtl辿がないので､権利者の適正な芯且をできるだけ事業に反映

させて民主的､純子糾伽こ串業の推進を行なう趣旨により設'Jlされます｡

委員の選挙は､選挙榔r:Sを公告し､この公告の日から100El以内に行なわれま
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す｡

審議会の委員の定数は､施行両税によって10人から50人までの矧凪で､当地区

は立侯抑制により選挙することを施行規程によって定めます｡

会の構成は､宅地の所有者から選ばれた土地所有者委員と､借地権者から選ば

れた借地権者委員および施行者か選任する委員定数の5分の1以内の学.謡J経焼委

員であり､委員の任JyJは5年以内の抱囲で施行規程で定めます｡

設立された審議会の主なる仕事 (権限)の具体的なことは､

(1) 施行者が審議会の芯止をri"かなければならない事項として

イ 換地計画の作成,変更､芯比3pl…のIJl容を称査すること (蛙88-6)

｡ 仮換地指定処分について (法9813)

- 減1lTEIWfii金交付鰍 こついて (法109-2)

(2) 施行者が審議会の同.erを要する事項iとして

イ 過小宅地または過小借地の韮畔の決定 (法91-2)

p 増換地または減換地の処分 (法92)

･､ 立体換地処分 (捷9311)

二 村別換地､飛工区換地処分 (法95-7)

ホ 保留地を定める場合 (法96-3)

- 評価員を選任する場合 (杜6511)

審議会委員の選挙権および被選挙権について述べますと､委員の選挙権を有す

るためには､施行地区内の宅地についてjlTT有権又は借地椎を持っていることが必

要ですC

第 1に選挙権は 1人1票であり､地税

の大小にはF#l係ありません｡また所有権

か借地権を有しておれば､未成年者､禁

治産者でもよく､捷人でも外国人でも選

挙権を有します｡

節 2に 1人 1票の原則の例 外 と して

は､同一人が施行地区内に所有権と借地

権を共に有するときは､それぞれ 1個の

選挙権と被選挙権を有します｡ただし､



所有者委員と借地椛者委員を兼ねることができません｡

第 3に宅地のlJt･有又は共同借地については 1つの権利とみなされ､代表者をそ

の中から還任し施行者に連署で届け出ておく必要があります｡

第 4に倍地権者とは ｢建物の所有を目的とする地上権及び岱借株を有する者｣

ですが､一般に借地権を登記してある人は皆無と申してよいと考えますので､施

行者に地主と連署で届出を要します｡申告のない限 り､未登記の借地椛について

は､選挙権はありません｡

また家屋の保存登記がしてある人で､借地をしている場合には､家屋の登記と

借地の登記は別なので必ず申告してください｡

次に被選挙権を有するには､選挙権者でなければなりません｡また選挙当日に

次の各項に該当する者は委且となる資格を失います｡

(1) 未成年者

(2) 禁治産者､準禁治産者

(3) 焚こ以上の刑に処せられ､その執行が終るまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの者

委員になりますと身分は､非常勤の特別公務員であり､公職との兼務は差支え

ありませんが､その職務の執行に不正があれば､刑法その他のtTlj別の適用を受け

ます｡なお､選挙述反についても､刑法により罰則の適用を受けます｡

③ 権利申告

宅地にかかる純利rXL日系は登記を手掛 りとして調査をしますが､施行者は従来の

純利関係を知悉しているわけでもありませんので､登記してない所有権以外の権

刺 (借地権､永小作権､抵当権.質権､先坂特権､使用貸借契約にもとづく使用

借権)については､事業認可公告後施行者に届け出ることとなっていますo

未登記の借地権者は ｢借地権申告fLl｣を提出下 さい｡

｢権利の申告｣をしていないと､土地区画生理事業上の権利がないものとして

硬抜い､不利益を受ける場合があります｡

｢権利の申告｣のうち.特に ｢借地権の申告｣は､認可後公告される土地区画

整理審議会委員選挙にかかる権利を得るためだけでなく､仮換地指定に際L借地

権の存する位置面税を定め､換地処分においては､清罪金の対象稚利となるため

に必要です｡

- 80-



公団の場合は､認可後選挙期日を公告した日から20日目まで受理します｡申告

様式は定められてお り､住宅公団で用悲します.

この申告31JTを抹臼'.するときには

(1) 借地櫛の存する宅地や所有者即ち地主と連署 し､著名した者の印鑑票ll:明｡

(a) 借地権が宅地の一部である場合は､その放散を明らかにする皿板図を添付

することが必要です｡

また宅地の所有者の辿智が整わない場合には､その権利を証する=IlF類として､

例えば契約lt､地代証明諾,権利存在確定判決I-rLLnを添えて届け出て下さい｡

@ 建築行為等の制限

事業認可の公告前には施行区域内の土地にかかる建築物の建築等については､

都市計画漆の定めるところにより横7兵市長の許可を受けなければなりませんが､

土地区画虻理事業の大臣認可､告示がIILなわれますと駐英の終了までの臥 事業

の施行の際苫となるおそれがある次の行為について知串の許可を必要としますO

知事は施行者である日本住宅公団の芯兄を聴いて処理します｡

土地区画整理法76条の許可申訪

(1) 土地の形Ijl変更

(a) 祉葉物､その他の工作物の新築､改築若しくは増築

(3) 移軌の容易でない物件の設置若 しくはたい棚

なお紐靖については､媒染基準法による建築主事の確認を受けなければなりま

せん｡

(参 評価員の選任

土地区画整理審議会の委員が定まりますと､会には会長及び会長代理が選出さ

れ､遜営規則に従って運営されます｡審議会の大きな役目である ｢仮換地と保留

地を定める｣ためには､まず整理前後の土地各聾の評価を定め､次いで ｢換地設

計基準｣によって設計をします｡そのためには､土地又は建築物の評価について

経験を有する人3名以上を審議会の同芯を得て還任 します｡

評価flの木田は､解消全委員と同じく施行者の言那り機関であり､その肋掛 ま非

常勤です.

その仕事 (権限)紘

(1) 換地計画において消罪金､若しくは保留地を定めようとする場合
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(2) 減価捕Lii金を交fTjする場合において､その基礎となる土地及び土地につい

て存する借地椛等の価'将:Iの評佃

(31 いわゆる_itlJ_体換地する場合の建築物の価徹を評仙1する域令の評仰1Vこついて

芯且を述べる権限

などですO

実務として ｢換地設計｣に先立って､整部前後の ｢土地評伽',rfI定-]Js畔｣の制定

や､芥lL.,された ｢土地評ll1ll指数｣､｢指数1個当り仙催l｣､ ｢所有棟に対する他

の権利との割合｣等について審議することになります｡

⑥ 測 盤

測-Lri作業もそれぞれの目的によって当地区の区画整理に伴う解合は次のように

なります｡

(1) 現況測Jru

工Zj3-iYu'手以前の地区内外にわたって､文字通り現況を1,R.LJ正し図化します｡

現在方々に打たれている木枕は現況測iliを行うための基礎枕で､三角点枕叉

は トラバー杭というものです｡また施行地区界を表示するためには ｢界｣を

記入したコソクリ-ト枕及び9cm角の木枕を現地に打ってあります.

(a) 街区WL定測五三

設別図においてご衆知のように､縦横の道路網が現計 ･施行されるのです

ZJミ､これらの道路の中心及び交差する道路の中心線の交点を現地に机で表示

します｡これらをセンタ-枕及び交!.J.WLといいます｡

道路に閉まれた土地､即ち街区 (プロyク)の両も'iを拙走するために必要

な枕です.三角点杭や トラバー枕と判別できるようにペンキ等でiXlj一色します

ので､特に存置にご協力下さい｡この街区碓定脚立の完了によって純度の高

い換地設剤に)TJ手できるわけです.

(3) 画地確定測LT,i

街区確定図上において換地設計を行ない､各人又は各権利の仮換地の位置

両校 (間口.奥行)を定めますが､街区ごとの造成工串が終りますとこれを

現地に=R示するため行う測iiIIです｡

以上換地に樹係する脚立の穣好1を大別し説明しましたが､他に道路工事､河川

水路工事を行うためのtEIJJitiが事業完了まで続行されますO
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前述したように木枕が打たれたから､その土地が道路､水路にかかるのだとい

うことでなく.それぞれ枕の目的が異なることをご理解下さいO

(診 換地設計

換地を設計するということは､いいかえれば事業計画にもとづいて､区画整理

を行なう以前の土地それぞれに対して換地を定めるということになります.

この場合､屈.:刑として換地は従前の宅地の位正. 地相､ 土田､ 水利､ 利用状

況､環境等に,El照応していることのほかに､椛利又は処分にrBlする琳項や､行政上

叉は紗 則上に附する都項等がEl.?,応していなければならないことになっていますO

具体的には､所有権別のg.'C閏 (画地)やIEll-仙椎.抵当権の称するIi一域を整理後

の宅地に割込み作業をflないますD

この設計のための発料は､登記所の臥LL周 ･1㌔ミ及び市所符の台帳､図両､現

況の確認並びに先に述べた権利申告で二等をもとに行なわれます｡

換地設計するにあJ'=っては､まず､従 前の各詔の土地を評価する必要がありま

す.これは区画整理施行前の毅高地ld当りの指数を千個として､区画整理後も

これに対する比較数値を個数で表わす方式で､指数75･高いほど上地の評価がよい

ということになります｡

｢土地評価益準｣を定め､これによって卯出された評価については､土地区画整

理軒議会の同志を得て選任した評価且のI'du-iをJirIくことになっています｡

まず､従前の土地各空Ltlについての土地珊イ刑iが終 りますと.いよいよ換地を定め

てゆくわけですが､この坂合､さきにも述べたように従前の宅地のT5h-iS:､地税､

土箆､水利等が照応するように定めることになっていますが､J:̂休的には.その

位正及び額稜いについての方法を示す ｢換地設計韮準｣を定めて統一した設計を

行ないます｡至整理後に定められる位芯 ･形状によって評価に高低があり､従って

減少率に差を生 じます｡

これらの計許については､'rJi'罪障を用いて評定する予定です｡

⑧ 仮換地指定

換地の設計が終 りますと,事業の進め方としては ｢換地討両｣を決定し､その

計担げこ基づいて土地の区何形門の変更などに伴 う工事を行ない,換地処分に入る

のが原則ですo Lかし換地計画を定めるという作業は､相当･flf封は うえに､そめ
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決定までにはかなりの期間を必要とするもので､それを待って工事を行なうこと

になると､地区全休としてのZiT菜の進捗が遅れることが予想されます｡

そこで､換地計画が決定される以前であっても換地計画において定められる事

項を予測して､工事を開始することが､より硯美的である場合が多いわけです｡

このような場釦こ行なわれるのが､仮換地の指定及び使用収五島の停止という措置

です｡

仮換地の指定やイ那馴文名在の停止という措芯は､lLll瀬 的に行なわれる換地処分を

目標として､従前の宅地に存していた使用又は収ね権を指定した仮換地に移軌さ

せるために行なわれるf.ziLEEであり､こうした一連の作業により､土地の区画形質

の変更や公典施設の新設等の工8.,を円滑にTlない､順次換地処分-の形を整えて

ゆくということになりますO

施行者は､仮換地を指定する場合には､土地区画W.=T型審議会の芯且を聞くこと

になっています｡

仮換地が指定されますと､その効力が発生するEl(施行者が定める)から､そ

の仮換地については従前の宅地と同様に使用し､または収益できることになりま

す｡つまり､従前の宅地に存した使用又は収益椎は,仮換地に移行されるわけで

す｡

しかし､工事の事情によっては日を定めて使閉し､又は収益する権利を停止 し

なければならない場合も生じますが､この場合は､その旨を通知した うえで､そ

のことによって生ずる損失を榊侶'iすることになります.

仮検地が決定しますと､各権利者ごとに従前の土地に対応する換地の内容が明

示された ｢仮換地指定通知告｣に,仮換地の周辺拒鵬等を記入した指定園を同封

して､配達証明で郵送いたします｡

土地区画整理ar,菜を実施してゆく上でのさまざまの過程において事業の進捗を

左右する重要な事項は､ ｢仮換地の指定｣の通知ですC

この通如 こよって､各地椎者の画地が明碓なものとなり､-2i=本的にはこれに基

づいて､各郁造成工事が行なわれることになります｡

また､工番の必要上移怯対象となった家屋等の移怯工事 (曳象 解体移転等)

が科極的に進められ､区画准FJ!容共の完成へ向って大きく進み仕け ことになりま

す｡

- 84-



さて､これまでに仮換地という用語がしばしばもちいられているのに対して､

｢本換地｣はいつの時点に定められるのかという矧洞が残 ります｡

ここで､その件に関して簡単に説明しておきますと､ ｢仮換地｣というものは

換地処分､即ち区画整理事業か完了する時期までの間に､原則として公共公益的

な原因によって､事業内容や設計変更が生じない限り､これが ｢本換地｣となる

性格のものです｡

言いかえれば､換地処分によって ｢従前の土地 (区画整理前の土地)｣に対す

る ｢換地｣か碓定するわけで, その糊間中 ｢換地｣ の前校となる土地を ｢仮換

地｣と称することになります｡

⑨ 換地計画の作成

換地計画と､⑦で述べました換地設計とか混同されるようですが､換地計画と

は､区画整理IiT業の終束晴耕に行う換地処分の前提行為でありますo

法制上の順序としては､

事業計画に韮づいて一一→換地計画の知事認可- 仮換地指定- 換地処分

となりますか､換地計画の内容として定める事項は､

(1) 換地i没計 (空整理前の土地図､換地図-縮尺]200分の1以上)

(2) 各蟹換地明細 (従前地と換地の組合せ､予定Eur名､地番)

(3) 各繁各椎利別措辞金明細 (権利繍別によるテi!i罪金領)

(4)保留地その他の特別の定をする土地の明細等

ですので､それまでに評価員の芯見､土地区画整理審議会の諮問､町界､町名,

地番の整理はもちろんのこと､'獅こ異動している土地の権利者.合筆､また仮換

地の実測の拙走をしなければなりません｡

実態としては､換地計画にこれらの内容を定めることは不可能に近いので､全

国的通例として､

換地設計一一-仮検地指定- 移転 .造成工事 ･仮換地使用収諮開始- 換地計画

- 換地処分

という順序で進めていきます｡

この換地計軌 ま､事業もいよいよ完了期をひかえた換地処分直前に関係権利者

の2週間の縦覧期間をもうけ､この計画に芯且のある場合は､/J'也行者に意見空.'%

提出することができます｡
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提出された意見;iitの内容審査は､区画整理審議会に琵括られ必要と認められたも

のについては､修正のうえ再縦覧が行なわれます｡この際の審韻が､区画推理審

議会委月としてのin-終的な任務となります｡

⑳ 換地処分

換地処分とは､11と知事の認可した換地計画によって定められた事項を各権利者

に通知するという行政処分ですO⑨で述べました換地計画の紹掛 こ供した闇討の

うち､各権利者ごとに関係する事項であるところの

(1) 換地図-換地周辺距離､両税 (借地の場合は借地分)

(2) 措辞金明細JLt～新町名､地番､地El､両横及び清罪金徴収又は交付の金衛

(借地の場合は借地権部分)

について詑収されています｡

施行者は､換地処分通知が配達証明により完了したことを確認した後､ll.と知事

にその旨を通知しIF.主知1番が公告することによって初めて ｢仮換地｣は ｢木換地｣

すなわち ｢従前の土地｣に代わるべき ｢宅地｣としての効力を発揮し､従前の土

地の所有権はもちろんのこと､借地椀､地上椛､抵当椛などが換地に移行されま

す｡

この公告後､直ちに施行者は個々の権利者に代わり､-持して⑨の(1)及び(2)の

図むを所轄登記所に送付し､新しい登記簿､公図の作成を申諭します｡この登記

餌務が全部完了するまでのFEil､この番菜にかかる地域の一切の畳語己は停止されま

す｡

また公共用地 (道路､河川､公開､緑地､広場等)は､それぞれ公共団体 (脂

文は市)に帰屈し､保留地は施行者の所有となります｡

換地処分によって確定されたtF手許金の徴収 ･交付事務が続いて行なわれます｡

(江) 文中 (汝00-○)とあるのは､土地区画光球淡00粂一〇を参llflのこと.

広報耗 ｢7)uE北ニ1-ダウ/｣より



あ と が き

[即 日47年に ｢壮北ニュータウン生酒対策のしるべ｣を発刊してから､早や 1年

半を紘過し､このRH紹北ニュータウン公団開発地区土地区画轄理事米は､基本計

TLhlでの地元戊明会を終え､昨年 9月25日には､日本住宅公団が建設大臣に対し許

可FljyEを行ない､聖il0月14日から27日まで施行規程及び基本計画の縦覧が実施さ

れました｡

ここに第2妹を発JrTするにあた り､ ｢生活再建の本'Eは､個人が臼から考え､

英JrTL､目標を達成することにある｣との感を-IiE･深くいだきました｡この冊子

がそのための一助となるよう願 っております｡

おわりに､発刊にあた りと協力をいただいた関係者の方々に心から感謝申し上

げます｡

横浜市計画局港北 ニ ュー タウ ン建設事務所
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